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　　市　　章
　　City Symbol

　 　「和泉」の泉を図案化したもので、
 　　明瞭で伸展と清浄性を表しています。

　 　　　　昭和32年3月制定

 市の木　楠（くす）
 City tree～Camphor tree

　 樹力旺盛にして、形態は雄大であ
 　る。常緑樹であり、樹齢は数百年
　 に達する。歴史的にも有名な松尾
　 寺や、葛葉稲荷神社にもその巨大
 　な姿がある。

　　市の花　水仙（すいせん）
　　City f1ower～Narcissus

　 　　鎌倉時代に俊乗坊重源上人が中国
　 　　から持ち帰り、我が国で最初に栽
　 　　培された地が当地である。芳香が
　 　　高く、きびしい風雪に耐え、清そ
　 　　にして気高く情愛が豊かであると
　 　　ともに、全国的にも有名である。

　 　　市章のイメージにも似ている。



　私たちは、古い歴史と美しい環境に恵まれたまち、和泉市民であるこ
　とを誇りとし、いずみの名にふさわしい、活気のあるゆたかな都市をき
　ずくためこの憲章を定めます。

　＊親切をつくし、あたたかい心でまじわる社会をきずきましょう。
　＊きまりを守り、人に迷惑をかけないようにつとめましょう。
　＊教育に力をそそぎ、若い力を育てましょう。
　＊働くことに喜びをもち、生活の向上にはげみましょう。
　＊自然と文化遺産を大切にし、きれいなまちをつくりましょう。

　 　昭和45年11月3日制定

葛城天牛　作詞　川澄健一　作曲

　１ 朝だ夜明けの　雲映えて
　　 いま鳴りわたる　笛の音に 　２ その名も古く　泉州の
　　 とどろきあげて　生産の 　　 機業のほまれ　守りつつ
 　　久遠の鼓動　打つところ  　　栄えて機の　音たかく
　 　歓喜あふるる　和泉野の  　　世界を結ぶ　その糸に
 　　空に平和の　日がのぼる  　　かける新興　和泉市の

 　　明日の希望の　夢が湧く

　３ 水豊かなる　この土に
 　　拓けし幸を　うけつぎて 　４ いまぞひとしく　眉あげて
 　　打ち振るクワの　音さえて 　 　盟いあらたに　共存の
 　　ゆくてを拓く　この力  　　こころひとつに手をとりて
 　　ああこの肩に　この腕に  　　誇りの自治に　睦み合う
 　　重き使命の　血が躍る  　　ああ和泉市の　民われら

 　　今日よろこびの　胸が鳴る

 市 民 憲 章

 市     歌



　　　　市では、市制施行５０周年を記念して「市民の愛唱歌」の歌詞を募集し、５０
　　　周年記念事業実行委員会での厳選な審査の結果、保岡直樹さん（東京都世田谷区）
　　　の作品「ふるさと翔歌」に決定しました。(平成18年3月)

保岡直樹　作詞　島田陽子 補作詞　宮崎　剛　曲

１　夢と勇気の　翼をひろげ
　　鳥も大空　かけめぐる
　　夢と勇気の　翼をひろげ
　　鳥も大空　かけめぐる
　　風に向かって　挑んで燃えて
　　未来へ躍進　はつらつと
　　はばたけ和泉市　みんなが主役
　　はばたけふるさと　幸を呼べ

２　清水わき出る　大地を拓き
　　ひとはゆたかに　生きてきた
　　清水わき出る　大地を拓き
　　ひとはゆたかに　生きてきた
　　弥生文化の　息吹が光る
　　古代のロマンに　出逢うまち
　　わくわく和泉市　ときめくこころ
　　わくわくふるさと　育てよう

３　花は水仙　寒さに負けず
　　清くゆかしく　咲き香る
　　花は水仙　寒さに負けず
　　清くゆかしく　咲き香る
　　仰ぐ楠　緑をたたえ
　　明日へ希望の　枝を張る
　　ぐんぐん和泉市　みなぎる力
　　ぐんぐんふるさと　伸びてゆけ
　　ぐんぐん和泉市　みなぎる力
　　ぐんぐん和泉市　伸びてゆけ

「ふるさと翔歌」
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１．市の概要

昭和 31 年 9 月 1 日

人

人

人

世帯

k㎡

人

人 （ ％ ）

人 （ ％ ）

人 （ ％ ）

人 （ ％ ）

人 （ ％ ）

２．議会機構

（１）議員定数

法定上限数 34名 条例定数 24名 現 員 数 24名
（旧自治法上）

○　議員定数の経過

分類不能 2,995 3.8

計 77,978 100.0

第2次産業 16,709 21.4

第3次産業 57,564 73.8

就 業 人 口 総 人 口 77,978 （令和２年国勢調査）

第1次産業 710 1.0

世   帯   数 83,064

面　 　　積 84.98

（R6.12月末現在） 女　　性 94,397

計 182,481

区　 　　分 和     泉     市

市 制 施 行

人　  　 口 男　　性 88,084

適 用 年 月 条例定数 備　　　　　　　　考

昭和31年9月 40名 市町村合併特例法による定数

昭和35年9月 36名 市長提出議案による条例改正

昭和39年9月 31名 議員提出議案による条例改正

昭和43年9月 26名 議員提出議案による条例改正

平成20年9月 24名 議員提出議案による条例改正
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（２）議会構成

・総務企画委員会（8名）

危機管理部、市長公室、総務部、会計室、市議会、

選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、

固定資産評価審査委員会、農業委員会

の所管に属する事項、他の委員会の所管に属しない事項

・都市環境委員会（8名）

( 3 ) 環境産業部、都市デザイン部、上下水道部、

消防本部の所管に属する事項

・厚生文教委員会（8名）

福祉部、市民生活部、子育て健康部、

教育委員会の所管に属する事項

※厚生文教委員会→都市環境委員会→総務企画委員会の順で開催

（1日1委員会）　また、和泉市議会委員会条例第18条に

基づいてすべて公開している

・議会運営委員会（10名）

・広報広聴委員会（8名）

　※会議規則第165条に定める会議

・予算審査特別委員会（12名）

( 2 ) ・決算審査特別委員会（12名）

・議会改革活性化会議（10名）

　※任意の会議

・議会事務局（9名）

常任委員会

議　会

特別委員会

各会派に属さない議員の出席の取扱い
⇒委員としては選任されない。（委員外議員として出席は可能）

運営方法
⇒平成13年10月2日法制化。今後の意思決定段階で賛否が分かれた
場合、最終的には採決となるが可能な限り、これまでどおり全員
一致の運営を踏襲する。

①定例会招集告示日（開会7日前まで）に1回目を開催
協議事項：会期決定、定例会予定表、付託議案、一般質問締切日
時、決議・意見書、議事日程など

②会期中に開催される最終委員会の翌日に2回目を開催
協議事項：各委員会審査結果及び委員長報告、決議・意見書最終
調整、次期定例会日程（案）
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（３）議員名簿

議 席 氏　　　名 生年月日 職　　業 党　　派 所属会派

1 谷　上　　　昇 S51.12.31 市議会議員 無 所 属 市民未来の会

2 大　浦　まさし S44.1.4 市議会議員 無 所 属 市民未来の会

3 小野林　治三夫 S28 市議会議員 無 所 属 市民未来の会

4 垰　田　英　伸 S49.6.11 市議会議員 公 明 党 公 明 党

5 坂　本　健　治 S45 市議会議員 自由民主党 明 政 会

6 友　田　博　文 S22.11.9 農　　業 無 所 属 明 政 会

7 原　　　重　樹 S27 市議会議員 日本共産党 日本共産党

8 早 乙 女　　実 S24.11.11 市議会議員 日本共産党 日本共産党

9 浜　田　千　秋 S32 市議会議員 無 所 属 五 月 会

10 森　　　久　往 S32.6.8 市議会議員 無 所 属 五 月 会

11 スペル・デルフィン 非公開 団体役員 無 所 属 明 政 会

12 山　本　秀　明 S39.3.29 市議会議員 自由民主党 明 政 会

13 大　坪　　　靖 S41.3.28 市議会議員 公 明 党 公 明 党

14 阿　部　　　博 S38 市議会議員 公 明 党 公 明 党

15 井　阪　雄　大 H2.6.15 市議会議員 大阪維新の会 大阪維新の会

16 岡　田　　　勉 S45.6.29 市議会議員 大阪維新の会 大阪維新の会

17 遠　藤　隆　志 S33.6.20 市議会議員 大阪維新の会 大阪維新の会

18 飯　阪　光　典 S47.10.21 市議会議員 大阪維新の会 大阪維新の会

19 吉　川　茂　樹 S33.12.7 市議会議員 公 明 党 公 明 党

20 末　下　広　幸 S35.2.9 市議会議員 公 明 党 公 明 党

21 北　川　美　穂 S64 市議会議員 参 政 党 会派に属しない

22 小　林　昌　子 非公開 市議会議員 無 所 属 会派に属しない

23 関　戸　繁　樹 S48.8.20 市議会議員 無 所 属 五 月 会

24 松　田　義　人 S43.5.25 市議会議員 無 所 属 五 月 会

 　 （令和6年12月末現在）
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（４)委員会、一部事務組合議会議員名簿

 　 （令和6年12月末現在）

人員 委員長 副委員長

（議長） （副議長）

委  員  会  名 委　　　　　　　　　　員

常
　
任
　
委
　
員
　
会

総務企画委員会 ８ 垰田　英伸 谷上　　昇
森　　久往 スペル・デルフィン 阿部　　博

遠藤　隆志 小林　昌子 関戸　繁樹

都市環境委員会 ８ 飯阪　光典 山本　秀明
小野林　治三夫 早乙女　実 大坪　　靖

井阪　雄大 吉川　茂樹 松田　義人

厚生文教委員会 ８ 浜田　千秋 友田　博文
大浦　まさし 坂本　健治 原　  重樹

岡田　　勉 末下　広幸 北川　美穂

議会運営委員会 １０ 山本　秀明 末下　広幸

谷上　　昇 原　  重樹 森　　久往

スペル・デルフィン 阿部　　博 井阪　雄大

飯阪　光典 松田　義人

広報広聴委員会 ８ 大浦　まさし 岡田　　勉

早乙女　実 浜田　千秋 スペル・デルフィン

阿部　　博

関戸　繁樹 吉川　茂樹

一
部
事
務

組
合
議
会

泉北環境整備施設組合議会議員 ５

大浦　まさし 浜田　千秋 山本　秀明

遠藤　隆志 飯阪　光典
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 　 （令和6年12月末現在）

委  員  会　（審  議  会 ） 名
委員
（人）

任期
（年）

選出
基準

委　　　　　員　　　　　名

役   職 関戸　繁樹

谷上　　 昇　　早乙女　実　  松田　義人

友田　博文　　山本　秀明　  小林　昌子

（※地区割委員の任期、R８まで。）

２ 役   職 浜田　千秋　　友田　博文

（臨時委員）
中学校区割
（臨時委員） 臨時委員（議案に関係する中学校区議員）別紙

小野林　治三夫　　遠藤　隆志　　末下　広幸

（※任期R８まで。次回北部１名、南部２名）

　和泉市青少年問題協議会 ３ － 役   職 関戸　繁樹　　吉川　茂樹　　浜田　千秋

　和泉市環境審議会 ２ － 役   職 飯阪　光典　　山本　秀明

　和泉市営住宅運営審議会 ２ － 役   職 関戸　繁樹　　飯阪　光典

　和泉市ごみ減量等推進審議会 ２ － 役   職 関戸　繁樹　　飯阪　光典

　和泉市国民健康保険運営協議会 ２ － 役   職 浜田　千秋　　友田　博文

　和泉市介護保険事業運営協議会 ２ － 役   職 浜田　千秋　　友田　博文

　和泉市民生委員推せん会 １ － 役   職 浜田　千秋

　　その他

原　　 重樹　　浜田　千秋　　スペル・デルフィン

井阪　雄大　　関戸　繁樹

（※任期R８まで。次回北部２名、南部３名）

（５）議会議員選出の附属機関等の委員名簿

　和泉市都市計画審議会 ７ ２
地区割

　和泉市適正就学対策審議会 -

　和泉市財産評価審査委員会 ３ ２ 地区割

 和泉市内バス運行連絡協議会 ５ ２ 地区割
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（６）会派別・党派別議員数

 　 （令和6年12月末現在）

　○会派最少人数：2人

（７）年齢別・当選回数別議員数

　○平均年齢：59歳

1

1

1

71歳～

 　 （令和6年12月末現在）

参政党 計
               党　派
 会　派

公明党 自由民主党 日本共産党 大阪維新の会 無所属

日 本 共 産 党 2

五　　月　　会 4

公　　明　　党 5

明　　政　　会 2 2

4

4

会派に属しない 1

大 阪 維 新 の 会

10

3市 民 未 来 の 会

5 2 2計

1 回 1 2

　　　 年齢
 回数

25歳～30歳 31歳～40歳 41歳～50歳

1 2

非公開

1

51歳～60歳 61歳～70歳

3

3 回 1 1

2 回

4 回 4 2 1

5 回 1

6 回

7 回

1

1

9 回

8 回

計 0 2 2 8 6 2

1

24

22

4

1

10 回

3

2

24

1

2

7

2

5

4

4

計

4

4

1

0

31
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３．歴代議長・副議長

天　堀　　　博 S57.10

赤　阪　和　見 S58.10

藤　原　利　一 S53.10

田　中　包　治 S55.10

仁　井　　　明 S56.10

S48.10

竹　下　義　章 S49.10

木　下　甲子三 S51.10

大　谷　昌　幸 S52.10

S44. 2

田　中　幸　一

吉　川　伊与一 S44.10

金　沢    　勝 S45.11

S38. 7

S42.12

松　尾　利　明 S43. 4

奥　村　　　清 S43.10

横　田　　　稔 S35.10

横　田　　　稔 S36.10

岡　田　一　郎 S37. 5

上　代　往　永 S31.10

溝　川　清一郎 S34. 4

溝　川　清一郎 S34.10

S31.10

議              長

代 位 就任年月氏　　　名

森　田　弥太郎初 代

退任年月

S34. 4

上　代　往　永

4 代 S36.10

3 代 S35. 9

2 代 S34.10S34.10

S35. 9

S36.10

8 代 S39. 9

7 代 S38. 7

6 代 S37.10

岡　田　一　郎 阪　東　常次郎 S37.10

藤　野　利三郎

5 代

10 代 S42. 3

9 代 S40.10

S40.10

藤　原　義　次

池　治　一　見

藤　野　利三郎

藤　原　義　次

12 代 S43. 4

11 代 S42.11S41. 2

S42. 3

池　辺　芳　次 S42. 3池　辺　秀　夫

池　治　一　見

14 代 S44. 1

13 代 S43. 9S43. 3

S43. 9

S42.12

S43. 4貝　渕　博　治

池　田　忠　堆

16 代 S45.11

15 代 S44.10

S45.10

S43.10

S44.10

藤　木　秀　夫

藤　原　要　馬

柏　　音 三 郎

18 代 S47. 9

17 代 S46.10S46.10

S47. 9

田　中　幸　一

貝　渕　博　治 関　戸　正　一 S46.10

20 代 S49.10

19 代

坂　上　國　治

S48.10S48.10松　尾　千代一 上　代　卯之松 S47.10

柳　瀬　美　樹

21 代 S50.11S50.10

S51.10

池　辺　秀　夫

貝　渕　博　治 横　田　憲治郎 S50.1122 代 S51.10

24 代 S53.10

23 代 坂　上　國　治

柳　瀬　美　樹

S52.10

25 代 S54.11横　田　憲治郎

池　辺　秀　夫 直　村　静　二 S54.1126 代 S55. 9

S54.10

S55. 9

28 代 S57.10

27 代 貝　渕　博　治

藤　原　要　馬

S56.10S56. 9

S57.10S56.10

S55.10

池　辺　秀　夫 S59. 9

S57.10

S58.10

29 代 S58.10S58. 9

S59. 930 代

成　田　秀　益

藤　木　秀　夫

横　田　　　稔

S34. 4

退任年月

副　　議　　長

氏　　　名 就任年月

S37. 5

S37.10

S38. 7

S39.10

隅　谷　梅　若 S40.10

S37. 5

S39. 9

S40.10

S41. 2

S42. 3

S42.11

S44.10

S49.10

S52.10

S53.10

S47.10

S48.10

S49.10

S50.11

S34. 4

S34.10

S35.10

S36.10

S37. 5

S37.10

上　代　往　永

藤　木　秀　夫

S51.10

S52.10

S53.10

S54.11

S38. 7

S39.10

S45.11

S46.10
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矢　竹　輝　久 H25.10

原　口　裕　見 H22.10

須　藤　洋之進 H23.10

知　覧　正　勝 H24.10

服　部　敏　男 H19.10

小野林  治三夫 H20.10

辻　本　孔　久 H21.10

H13.10

逢　野　博　之 H14.10

小　泉　政　一 H15.10

H18.10吉　川　茂　樹

田　代　一　男

横　山　　　勝 H16.10

H10.10

上　田　育　子 H11.10

辻　　　正　治 H12.10

猪　尾　伸　子

若　浜　記久男 H 3.10

木　村　静　雄 H 4.10

中　塚　新　治 H 7.10

S62.10

藤　原　正　通 S63.10

H 1.10

原　　　重　樹 H 2.10

出　原　平　男 S59.10

退任年月

S60.10

奥　村　圭一郎 S61.10

S61.10並　河　道　雄 S60.10

副　　議　　長

氏　　　名 就任年月

着　本　直　幸

服　部　敏　男 H25.10

友　田　博　文

友　田　博　文

逢　野　博　之

山　本　秀　明

吉　川　茂　樹

小野林　治三夫

西　口　秀　光

讃　岐　一太郎

井　坂　善　行

天　堀　　　博

柏　　冨 久 蔵

田　代　一　男

須　藤　洋之進

辻　　　正　治

森　　　悦　造

穴　瀬　克　己

柳　瀬　美　樹

竹　下　義　章

大　谷　昌　幸

松　尾　孝　明

若　浜　記久男

中　塚　新　治

H22.10

H23.10

H24.10

H25.10

氏　　　名

柳　瀬　美　樹

田　中　包　治

赤　阪　和　見

池　辺　秀　夫

H21.10

H10.10

H11.10

H12.10

H13.10

H19.10

H17.10

H18.10

H20.10

H14.10

H25. 9

H26. 9

H11.10

H12. 9

H13.10

H14.10

H22.10

S62.10

S63.10

H 2.10

H 6.10

H 7.10

H 8.10

H15.10

H16.10

H 1.10

H 2.10

H17. 9

H18. 9

H16. 9

議              長

退任年月

S60.10

S61.10

S62.10

就任年月

S59.10

S60.10

S61.10

小　林　昌　子 H17.10

讃　岐　一太郎 H 5.10

森　　　悦　造 H 6.10

須　藤　洋之進 H 8.10

H 9.10

池　田　秀　夫

代 位

32 代

31 代

S63. 9

33 代 S62.10

S63. 9

H 1.10

34 代

36 代 H 2.10

35 代

H 1.10出　原　平　男

田　中　昭　一

西　口　秀　光

田　中　昭　一

H 4. 9

37 代 H 3.10

H 3.10

H 5.10

38 代

H 3.10

H 4. 9

H 5.10H 4.10

40 代 H 6.10

39 代

H 8. 9

41 代 H 7.10H 7.10

H 8. 9

H 6.10H 5.10

46 代

48 代

H 9.10

42 代

44 代 H10.10

43 代

H 9.10

H 9.10

H10.10

51 代

H16. 9

47 代

H12. 9

45 代 H11.10

49 代 H15.10H15.10

H13.10

53 代 H19.10H19. 9

H20. 9

H21. 9

H14.10

H17.10

50 代

52 代 H18.10

H23.10H23. 9

H24. 9

H21.10

54 代

56 代 H22.10

58 代

55 代

H20. 9

60 代 H26.10

59 代

H24. 9

57 代
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R 3.10

松　田　義　人 R 4.10

松　本　利　裕 R 5.10

吉　川　茂　樹 R 6.10

石　原　日出子 H27.10

永　田　香　織 H28.10

坂　本　健　治 H29.10

副　　議　　長

氏　　　名 就任年月

吉　川　茂　樹 H26.10

退任年月

70 代 R 6. 9

71 代

61 代 H27.10

議              長

代 位

H28. 9

65 代

62 代

64 代 H30.10

63 代 H29.10

R 1.10

66 代

67 代

R 2. 9吉　川　茂　樹

関　戸　繁　樹 H30.10

大　浦　まさし R 1.10

R 4.10

R 3.10

R 1.10

R 2.10

  R 4. 9　

R 2. 9

R 3. 9

末　下　広　幸

山　本　秀　明 R 2.10

69 代 R 5.10

68 代

H27.10

H28.10

H29.10

H30.10

退任年月

H27. 9

H28. 9

H29. 9

H30. 9

R 1. 9

浜　田　千　秋

森　　　久　往

坂　本　健　治   R 5. 9　

R 6. 9R 5.10

R 3.10

R 6.10

氏　　　名

辻　本　孔　久

山　本　秀　明

友　田　博　文

石　原　日出子

杉　本　　　淳

R 4.10

就任年月

H26.10

石　原　日出子

関　戸　繁　樹
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４．歴代監査委員（議会選出）

1 31

2 32

3 33

4 34

5 35

6 36

7 37

8 38

9 39

10 40

11 41

12 42

13 43

14 44

15 45

16 46

17 47

18 48

19 49

20 50

21 51

22 52

23 53

24 54

25 55

26 56

27 57

28 58

29 59

30

H 5.10

H 5.10

H 6.10

H 7.10

H 4.10

原　口　裕　見 H17.10

H18.10

友　田　博　文 吉　川　茂　樹 R 5.10

H20. 9S54.11S54. 3三　井　正　光

H11.10

辻　　　宏　康 H12.10

R 5.10

坂　本　健　治 R 6.10

金　児　和　子 H15.10

山　本　秀　明 H16.10

吉　川　茂　樹

氏　　　名 就任年月

田　代　一　男 H 8.10

辻　　　正　治 H 9.10

柏　　冨 久 蔵 H10.10

辻　本　光　夫

退任年月

監　査　委　員

H10.10

H11.10

H 9.10

竹　内　修　一

H17.10

H12. 9S43. 9

S48.11柏　　　音三郎

H13.10S46.10

S49.10

S48.11 H14.10

H15.10

S50.11S49.10

H18.10S52.10S51.10

小　泉　政　一 H13.10

H14.10

S51. 9S50.11関　戸　正　一

H16. 9

藤　原　利　一

H19.10S54. 3S52.10竹　下　義　章 小野林　治三夫

着　本　直　幸 H19.10

H21.10S55. 9S54.11坂　上　國　治 大　橋　涼　子 H20.10

H22.10S56.10S55.10成　田　秀　益 浜　田　千　秋 H21.10

H23.10S57.10S56.10横　田　憲治郎 友　田　博　文 H22.10

H24. 9S58.12S57.10飯　坂　楠　次 西　口　秀　光 H23.10

H25.10S59. 9S58.12橋　本　佳　行 藤　田　　　充 H24.10

H26.10S60.10S59.10穴　瀬　克　己 石　原　日出子 H25.10

H27.10S61.10S60.10若　浜　記久男 杉　本　　　淳 H26.10

H28. 9S62.10S61.10大　谷　昌　幸 森　　　久　往 H27.10

H29.10S63. 9S62.10松　尾　孝　明 浜　田　千　秋 H28.10

H30.10S64. 1S63.10仁　井　　　明 松　田　義　人 H29.10

R 1.10H 1.10H 1. 3坂　口　敏　彦 末　下　広　幸 H30.10

R 2. 9H 2.10H 1.10並　河　道　雄 服　部　敏　男 R 1.10

R 3.10

R 3.10H 4. 3H 2.10森　　　悦　造 石　原　日出子 R 2.10

H 7.10

R 6. 9

赤　阪　和　見 H 8. 9

R 4.10H 4. 9H 4. 3奥　村　圭一郎 松　本　利　裕

R 4.10

松　田　義　人H 6.10須　藤　洋之進

西　口　秀　光

就任年月

S31.10

S43.10

S38.10

監　査　委　員

退任年月

S35. 9

貝　渕　博　治

S39.10

S35.10

S38.10

S39.10

S47. 1

氏　　　名

西　川　　　清

井　阪　喜　一

辻　　　止三郎

田　村　清　房

山　田　清　二
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５．全国市議会議長会表彰者

上代 往永（S35） 藤木 秀夫（S44） 池辺 秀夫（S60） 柳瀬 美樹（H6）

35年 赤阪 和見（H24 辞退）

30年

池治 一見（S39）

藤原 義次（S41)

猪尾 伸子（H13）

中塚 新治（H11)

※太字は現職

逢野 博之（H19）

関戸 正一（S50） 柏 音三郎（S50）田村 清房（S46）

辻本 孔久（R3）

上代 卯之松（S54）

木下甲子三（S54）

奥村 圭一郎（H3）

上田 育子（H13）

辻林 冨敏（S44) 依田 七郎（S45）

三浦 英三（S32） 辻 止三郎（S39) 橋本　 実（S39）

阪東 常次郎（S40） 藤林 徳五郎（S41）

杉本 　淳（R1)

森   悦造（H21） 柏 冨久蔵（H25）

小林 昌子（R3） 小野林 治三夫（R6)

松尾 千代一（S52）

仁井 　明（H2） 田中 昭一（H3）

田中 包治（S63） 穴瀬 克己（H7）

田代 一男（H20）

若浜 記久男 (H18) 西口 秀光 (H22)

金沢   勝（S56） 藤原 要馬（S58）

25年

竹内 修一（H5）勝部 津喜枝（H5）

大谷 昌幸（Hll）

　永 年 勤 続 特 別 表 彰 

早乙女 実（R2） 原   重樹（R5）

友田 博文（R6）

須藤 洋之進（H21)

三井 正光（S57）

池辺 芳次（S40)

松尾 孝明（H8） 並河 道雄（H8）

隅谷 梅若（S43）

吉川 伊代一（S49）

藤原 利一（S53)

井阪 喜一（S37）

横田 憲治郎（S55） 直村 静二（S59）

横田 　稔（S44） 藤野 利三郎（S44）

　永年勤続表彰正副議長4年

池辺 秀夫（S63）

成田 秀益（S60）

吉川 茂樹（R4 辞退）

藤木 秀夫（S45） 田中 幸一（S52）

貝渕 博治（S60）

柳瀬 美樹（H7）

10年

竹下 義章（H8） 天堀 　博（H13）

出原 平男（H3）

讃岐一太郎(H11)

20年

15年

山本 秀明（R3）

岡　 博子（R2） 服部 敏男（R2 辞退）

矢竹 輝久（H29)

　永 年 勤 続 表 彰 

山田 清二（S51）

金児 和子（H28）

石原 日出子（R6 辞退）

坂上 國治（S53）

辻　 正治(H15)

原口 裕見（H23 辞退）

井坂 善行（H15)

飯坂 楠次（H3）

池田 秀夫（H13）

横山 　勝（H19 辞退）

冨山 敏治（S53）
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浜田 千秋（R2）
10年

大浦 まさし（R5） 坂本 健治（R5）

※太字は現職

　永 年 勤 続 表 彰 

森 　久往（R5） スペル・デルフィン（R5）関戸 繁樹（R5）

松田 義人（R5） 末下 広幸（R5 辞退）
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６．議会活動状況

（１）本会議開会状況

年

5 62 : 43 47 : 16

05 : 55 04 : 34

06 : 20 04 : 52

05 : 31 03 : 59

01 : 36 01 : 36

01 : 09 01 : 09

06 : 56 05 : 29

06 : 36 05 : 06

01 : 27 01 : 27

00 : 31 00 : 31

00 : 09 00 : 09

01 : 59 00 : 33

01 : 03 00 : 09

01 : 04 01 : 04

06 : 06 04 : 25

05 : 42 04 : 02

00 : 54 00 : 54

00 : 55 00 : 55

06 : 36 05 : 00

06 : 12 04 : 31

01 : 12 01 : 12

01 : 54 01 : 54

計 69 : 47 53 : 31

第4回定例会 21

4 106 21 499

11月29日 23

12月16日 23

令
和
6
年

第1回定例会 36

第3回定例会 31

12月18日 23

12月19日 23

12月17日 23

10月8日 24

10月28日 24

10月29日 24

10月31日 24

6月27日 24

10月1日 24

10月2日 24

10月3日 24

第2回定例会 18

6月10日 24

6月24日 24

6月25日 24

6月26日 24

24

3月21日 24

3月25日 24

3月19日

5 104 19 456

2月19日 24

会　議 会期日数 本会議開会日 延会議時間 実質会議時間 延出席議員数
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（２）各種委員会開会状況

    区 分

03 : 15 02 : 45

03 ： 29 01 : 59

05 : 55 03 : 07

09 ： 04 06 : 16

06 : 09 03 : 22

04 ： 42 03 : 10

15 ： 19 09 : 14

17 ： 15 11 : 25

02 : 04 01 : 57

24 ： 30 27 : 01

20 ： 11 18 : 03

44 ： 41 45 : 04

※　常任委員会の上段は委員会、下段は協議会。

12 144 12 144

広報広聴委員会

特
別
委
員
会

決算審査
特別委員会

6 72 6

合　　計

予算審査
特別委員会

6 72

議会運営委員会 10 02 : 53 99 10

常
　
 
任
　
 
委
 
　
員
　
 
会

厚生文教委員会

（協議会）

合　　計
15

5

4

12

延会議 延会議

119

32 4

 委員会名 時　間 時　間委　員 日　数

98

72

: 14

32 4 31

6 72

8 59 7 55

02

120 15

96 12 95

40 5 39

（協議会） 4 32 4

都市環境委員会 5 5

総務企画委員会

（協議会）
32

32

5 40 5 40

40

4

40

令和5年 令和6年

開　会 出　席 開　会 出　席
日　数 委　員

14



（３）議案の分類

（　）は継続審査の件数

186

令和5年 令和6年

合
　
　
計

1
合
　
　
計

回
定
例
会

2 3 4

62 35 197

(9) (9)

2 0

58 42

(9)

49 3 38
合　　　計

(9)

56 40

0 0 0 2 0 0 0

(0)

0 0

22

請　　　願
(0)

0 22 7 6 8 1

1 0 2

小　　　計 4 0 3 15

そ の 他 1 0 0 1 0 2 1 0

3 510 1 1 10

0

意 見 書 1 0 2 7 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

決　　議 0 0 0 0

その他 0

0 3 0 4

0 0 0 0 0 0

3

選 任 1 0 0 3 0 4

0 4 3 0
人
　
事

選 挙 0 0 1 3

0

1

0 3

議
　
員
　
提
　
出
　
議
　
案

条　　例 1 0 0 1

0 0

0 2 2

51 36 54

1 0

43 3 35 41 40 162

(9) (9)
小　　　計

(9)

34 175

(9)

16 5 2 7 3 17そ　の　他 3 0 3 6 4

0 5請 負 契 約 2 0 0 0 2 4 3

0 0

1 1

2 0 3

1 0 1

1

2 0

2 4

1

9

1

1 6

71

人
　
事

同 意 0 0 1

報　　　告 10

その他 0 0

9 0 9

2 21 16 17 66 12 25

0 9 0 9

25

0 0

(9) (9)
決　　　算

(9)

0 0

(9)

29 12 1 5 14 32予　　　算 13 1 2 4 9

6 33改正･廃止 12 0 5 3 6 26 16

6 1 0 0

7 4

0 1

 議案分類

市
　
長
　
提
　
出
　
議
　
案

条
 
例

制 定 3 0 2 1 0

回
定
例
会

回
臨
時
会

回
定
例
会

回
定
例
会

回
定
例
会

回
定
例
会

回
定
例
会

　年

1 1 2 3 4
回
定
例
会
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（４）請願(過去10年）

R5.3.24
不採択

R5.2.3 市下水道料金の推定未収金が毎年約1億円発生に関する請願
R5.3.24
不採択

H29.11.10 小・中学校の定数超え学級をなくす施策を求める請願
H29.12.15
不採択

R2.2.3 和泉市立の小・中学校で35人以下学級の実施を求める請願
R2.3.25
不採択

R5.1.31 和泉市行政特定部署と市民との不適切な接客対応に関する請願

H27.2.12 介護保険料に関する請願
H27.3.25
不採択

H27.8.27 和泉市学校給食調理業務委託化に関する請願
H27.9.30
不採択

受 理 日 件　　　　　　　　　　　　名 議決結果
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（５）決議・意見書(令和６年）

会議  件       　　　　　　　名

1定 医療・介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書

1定 食品ロス削減への国民運動のさらなる推進を求める意見書

1定 認知症との共生社会の実現を求める意見書

2定 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書

2定
訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早急に行うこ
とを求める意見書

2定 ガザ地区の即時停戦のための積極的外交を政府に要求する意見書

2定 地域における「こども誰でも通園制度」の制度拡充等を求める意見書

2定 聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書

3定 性暴力救援センター・大阪SACHICOの存続と体制強化を求める意見書

4定 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書

意見書
R6.10.31
原案可決

意見書
R6.12.19
原案可決

意見書
R6.6.27
原案可決

意見書
R6.6.27
原案可決

意見書
R6.6.27
原案可決

意見書
R6.3.25
原案可決

意見書
R6.6.27
否決

意見書
R6.6.27
否決

区　分 議決結果

意見書
R6.3.25
原案可決

意見書
R6.3.25
原案可決
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７．議員報酬等

（１）報　　酬

　○日割支払：平成20年7月1日から、辞職及び就任時の支払い方法を日割に変更。

※いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

　○削減措置：平成24年7月1日から平成28年3月31日まで一律5％を削減。

令和2年5月1日から令和2年9月22日まで、令和2年12月1日から

令和3年3月31日まで一律10％を削減。

（２）そ　の　他

・行政視察旅費  55,000円／人（予算額）※費用弁償

 102,470円（予算額） ※バス借上料

 平成19年度から廃止

・議長交際費 300,000円　(予算額）

・市長 990,000円

・副市長 850,000円

・教育長 760,000円

８．政務活動費

　政務活動費の交付に関する条例第5条第2項の別表に基づく

平成25年3月1日　※政務調査費はH13.4.1から

840,000円 ／ 年

580,000円

（議会運営委員会） 年 額

（会　　　　　派）

条 例 の 施 行

区　　分 現　　行 適用年月日 改正前 適用年月日

H5.4.1

610,000円 H5.4.1

副　議　長 630,000円 H9.4.1

600,000円 H9.4.1

H5.4.1

（常 任 委 員 会） 年 額

550,000円

議　　　長 660,000円 H9.4.1

年 額

議　　　員

使  途  基  準

交    付    額

18



９．議会報（市議会だより）

10．情報公開

公開請求（令和5年度）

11．事務局機構・職員数

条例定数　12人 現員数　9人

議事調査係主事（3人）

議事調査係長

議事調査係
総括主査

議会の対応

主な非公開文書 「和泉市情報公開条例」第6条に記載の公文書

条 例 の 施 行

主 な 公 開 文 書

令和5年4月1日

発 行 の 有 無

「和泉市情報公開条例」第2条第1項第2号に記載の公文書

平成10年1月創刊　※規程制定は平成22年9月22日

　定例会ごとに年4回（5月・9月・12月・2月）発行し、広報広聴委員会
（会派から1名選出）で掲載内容等を協議。

編 集 の 方 法

議会の関わり 個別の条例制定

議事調査係主任（1人）

事務局次長

請 求 内 容

公開の有無 無

事務局長

総務課長 総務課長補佐

19



12．議会図書室

・面　　積 ㎡

・蔵 書 数 冊

社
会
科
学

自
然
科
学

工
業
技
術

28.25

817

分
　
類

5 153 488

産
　
業

芸
　
術

語
　
学

文
　
学

総
　
記

哲
　
学

歴
　
史

計

29 42 4冊 57 4 14 21 817
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13．和泉市議会議員厚生会規約

　（名称及び組織）

第１条　この会は、和泉市議会議員厚生会と称し、市議会議員全員（以下「会員」という。）

　をもって構成する。

　（目的）

第２条　この会は、会員相互の親睦と福利厚生を図ることを目的とする。

　（事務局）

第３条　この会の事務局は、市議会事務局内に置く。

　（事業）

第４条　この会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（１）全国市議会議長会表彰規程による表彰年数を満たした議員に対する記念品料交付事業

（２）その他会長が必要と認めた事業

　（役員）

第５条　この会に、次の役員を置く。

（１）会　長　　　１名

（２）副会長　　　１名

（３）役　員　　　若干名

（４）会計監査　　１名

　（役員選出）

第６条　会長は議長、副会長は副議長の職にあるものをもって充てる。

２　役員は、各会派代表者をもって充てる。

３　会計監査は、議会選出監査委員の職にあるものを充てる。

　（役員の職務）

第７条　会長は、この会を代表し会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あ

　るときは、その職務を代理する。

２　会計監査は、この会の会計を監査する。

　（役員会）

第８条　役員会は、会長、副会長及び役員をもって構成する。

２　役員会は、この規約の改廃及び会長が必要と認めた事項について審議する。
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３　役員会の招集は会長が行う。

４　会長が必要と認めた場合は、会計監査は役員会に出席し意見を述べることができる。

　（任期）

第９条　役員の任期は、１年とする。

２　役員は、議員の改選時期に当たるときは、議員の任期満了をもって終了する。

３　役員については、再任を妨げない。

　（会計年度）

第１０条　この会の会計年度は、市の会計年度による。

　（経費）

第１１条　この会の経費は、会費とその他の収入をもって充てる。

２　会員は、会費として月額2,000円を負担する。

　（会計事務）

第１２条　この会の会計事務は、会長の指示に従い事務局で処理する。

　（会費の精算）

第１３条　会員より徴収した会費の精算は、議員の任期満了時に精算するものとする。

　（委任）

第１４条　この会の運営に関し必要な事項は、会長が処理する。

　附　則

　この規約は、平成１２年１０月１日から適用する。
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14．当初予算（令和5・6年度）

137,147,886 1.07

前年比R5 年度（千円） R6 年度（千円）

一 般 会 計 73,100,000 81,600,000 1.11

総　 　額 128,146,246

1.01

（後期高齢者医療事業） 2,843,950 3,516,066 1.23

（国民健康保険事業）

0.78

409,334

14,533,439

（介護保険事業） 1.05

5,200,950 1.00

0.99

特 別 会 計 40,512,807 41,073,720

企 業 会 計

16,003,615 16,846,758

（公共用地先行取得事業） 1,171,192 922,098

（議会費） 410,011

52,048

14,474,166 0.99

20,494,050 19,788,798 0.96

43,477 0.83

（水道事業会計） 5,157,756

（病院事業会計） 2,388,336 2,432,879

（公共下水道事業会計）

（公共浄化槽事業会計）

6,935,299 6,796,860 0.98

1.14

自 主 財 源 30,827,045 33,034,199 1.07

1.01

依 存 財 源 42,272,955 48,565,801
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演　台

局長 議長

出入口

（議　席）

出
入
口

質問席 出
入
口

（理事者席） （理事者席）

2 1

早乙女 原 友田 坂本 垰田 小野林 大浦 谷上

8 7 6 5 4 3

15 16

浜田 森 デルフィン 山本 大坪 阿部 井阪 岡田

9 10 11 12 13 14

17

松田 関戸 小林 北川 末下 吉川 飯阪 遠藤

一 般 傍 聴 席

出
入
口

出
入
口

24 23 22 21 20 19 18

15.   議 場 席 図

出入口
車いす使用者席 親 子 席機械操作室

24



（令和6年12月末現在）

※ 内がセキュリティエリアとなっている。

書庫
会派に

属しない
（2人）

16.   ６ 階 見 取 図

倉庫
6-2EV

女子手洗

機械室

倉庫
6-1

ホール応接室Ａ

収納
6-2

男子手洗
女子更衣室

会議室６Ａ
日本共産党

控室
給湯室
6-2

男子更衣室

収納
6-1市民未来の会

控室
副議長室

大阪維新の会
控室

出入口

議長室

議　場
公明党
控室

事務局長室

出入口 出入口

給湯室
6-1

五月会
控室

事務局
出入口 出入口

親子席
傍聴席

明政会
控室

傍聴出入口 傍聴出入口

応接室
３バリア

フリー
トイレ

応接室１女子手洗 男子手洗

会議室６Ｂ
議会
図書室

応接室
２

委員会室
ホール

機械室
EV EV
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    先　 　例　（  事　 例  ）
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〔１〕議員の定数（自治法91条、定数条例）

　１　市議会議員の選挙区及び選挙区において選挙する市議会議員の定数についての条例

　　　市議会議員の選挙区及び選挙区において選挙する市議会議員の定数を次のように定める。

　２　議員定数条例の経過

〔２〕定例会・臨時会（定例会条例）

　１　定例会・臨時会の呼称は、令和○年○月和泉市議会第○回定例会（臨時会）と呼称する。

　　○　定例会は、概ね次のとおり招集される。

３月

６月

９月

12月

〔３〕招　集（自治法101条、102条2）
　１　招集告示は、開会の７日前までに行われるのが例である。
　　○　市長は、議会の招集告示を行ったとき、その写しを議長に送付するのが例である。
　　○　市長から議会の招集告示があったとき、議長はその旨、文書により全議員に告知する
　　　　のが例である。
　　○　一般選挙後最初の議会招集告知は、議会事務局長名で行うのが例である。
　　○　臨時会招集告知には付議件名を記載し、１日で審議するのが例である。
　　○　一般選挙後最初の議会における臨時議長は、出席議員中、最年長議員がこれにあたる
　　　　のが例である。
　　○　一般選挙後の最初の議会における臨時議長は、事務局長の紹介を受けて議長席に着く
　　　　のが例である。
　＜事例＞
　　○　委員会制度（平成９年10月～）から臨時会を行った事例
　　　　・平成17年８月第１回臨時会　（平成17年８月９日）
　　　　・平成19年８月第１回臨時会　（平成19年８月24日）
　　　　・平成21年２月第１回臨時会　（平成21年２月18日）
　　　　・平成21年５月第２回臨時会　（平成21年５月28日）
　　　　・平成22年８月第１回臨時会　（平成22年８月26日）
　　　　・平成23年10月第１回臨時会　（平成23年10月13日）
　　　　・平成31年２月第１回臨時会　（平成31年２月６日）
　　　　・平成31年４月第２回臨時会　（平成31年４月22日）
　　　　・令和２年５月第１回臨時会　（令和２年５月７日）
　　　　・令和２年５月第２回臨時会　（令和２年５月27日）
　　　　・令和２年５月第２回臨時会　（令和２年５月28日）
　      ・令和４年４月第１回臨時会　（令和４年４月19日）
　　　　・令和４年10月第２回臨時会　（令和４年10月27日）
        ・令和５年５月第１回臨時会　（令和５年５月25日）

S43.9 26名 議員提出議案による条例改正

H20.9 24名 議員提出議案による条例改正

S35.9 36名 市長提出議案による条例改正

S39.9 31名 議員提出議案による条例改正

適用年月 条例定数 備　　考

S31.9 40名 市町村合併特例法による定数

第１章　会　議

第１節　総　　則

選　挙　区 議員の定数

和泉市の全区域 24名

第１回定例会

第２回定例会

第３回定例会

第４回定例会
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〔４〕参　集（会規１、２）

　１　会議に参集した議員は、「議員出退庁表示板」で自己の氏名標を点灯することによって、

　　　議長に通告があったものとする。

　２　議員が欠席する場合、その旨議長に通告しなければならない。

　　○　欠席通告は、通常口頭でなされるが、長期にわたる場合は文書により提出するのが例

　　　　である。

　　○　欠席通告があった場合、議長および委員長からその旨報告するのが例である。

〔５〕議　席（会規３）

　１　議席は、一般選挙後最初の議会において臨時議長が指定するのが例である。

　　○　議席の割振りは、一般選挙後の会派代表者会議において会派単位に抽選を行い、

　　　　その後、初会合にて内定するのが例である。

　　○　議席の指定は、一般選挙後最初の議会において予め内定した議席に基づき臨時議長が

　　　　定める。

　２　議席は、任期中変更しないのが例である。

　３　補欠議員の議席は、補欠選挙後最初の本会議の開会当初において議長が指定する。

　４　補欠議員は、前任者の議席に着く。ただし補欠議員数人あるときは、抽選でこれを定め

　　　る。

　５　議席には、各議員の氏名及び議席番号を記した氏名標が固定されており、出席時に立て、

　　　散会時には倒すことになる。

　＜事例＞

　　○　補欠議員の議席指定を行った事例

　　○　新庁舎移転（令和３年５月）に伴い、議席指定を行った事例

R 3. 6.30

S58.12.20

S62.12.15

H 3. 5.16

H 3.12.17

H15.12. 8

H17. 7. 4

S50.12.17　　　　・昭和50年第４回定例会

　　　　・昭和58年第４回定例会

　　　　・昭和62年第４回定例会

　　　　・平成３年第１回臨時会

　　　　・平成３年第４回定例会

　　　　・平成15年第４回定例会

　　　　・平成17年第２回定例会

　　　　・令和３年第２回定例会
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〔６〕会　期（会規４）

　１　会期は、毎会期の初日に議会の議決で決定する。

　　○　一般選挙後最初の会議は、臨時議長が議会の議決で会期を決定する。

　２　会期及び会期中の日程は、議会運営委員会で予め協議を行うのが例である。

　　○　会期は、提出予定案件等を勘案し、会期中の日程を議会運営委員会で協議する。

　　○　一般選挙後最初の会議の会期は、議会運営委員予定者会で協議するのが例である。

〔７〕会期の延長（会規５）

　１　会期の延長は、最終日に行うのが例である。

　＜事例＞

　　○　会期中、２度会期延長を行った事例

　　　　・「昭和53年第３回定例会」　１回目３日間、２回目２日間の延長

〔８〕会期中の閉会（会規６）

　１　会議に付された事件をすべて議了した時は会期中であっても議会の議決により閉会する。

　＜事例＞

　　・役員選挙において、付議事件議了のため会期を残して閉会した例は多い。

〔９〕議会の開閉（会規７）

　１　議会の開閉は、議長が宣告して行う。

　　○　議長は、議場に参集した議員数を確認の上、開会を宣告する。

　＜事例＞

　　○　諸般の事情により閉会の宣告を行わず自然閉会となった事例

〔10〕会議時間（会規８）

　１　会議時間は午前９時から午後５時15分までとするが、午前10時から始まるのが例である。

　２　会議の開始は、電鈴によりこれを報知する。

　　○　会議の開始は、庁内放送の後、ブザーにより報知するのが例である。

　３　会議時間の延長は、会議に諮って議長が宣告する。

　４　会議時間の延長は、特に指定しない限り午後12時までとする。

〔11〕休　会（会規９）

　１　和泉市の休日を定める条例第２条第１項に規定する市の休日は、休会とする。

　＜事例＞

　　・開議日を議事の都合により、自然休会とした例は多い。

〔12〕定足数に関する措置（会規11）

　１　定足数を欠くに至ったため休憩した例は少ない。

　＜事例＞「和泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制

　　　　　定について」

　　　　　平成24年３月26日本会議最終日、本改正案が上程、審議中に定足数を欠き休憩とな

　　　　　り、会議規則で定めた会議時間の午後５時15分に至ったことから自然閉会。

　　　　・昭和50年第３回定例会 S50.10.27

　　　　・平成24年第１回定例会　　 H24.3.26
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〔１〕議案の提出（会規13）
　１　市長提出の議案、報告及び諮問等は歴年毎に各別一連番号を付する。
　２　議員提出の議案、決議、意見書及び選挙等は歴年毎に各別一連番号を付する。
　　○　決議・意見書は、議案審議の最終日に上程するのが例である。ただし、緊急を要する
　　　　ときは、会期中の日程を考慮しその都度提出するのが例である。
　　○　議長あてに意見書採択要請があった場合、その都度、議会運営委員に送付し、会派から提案される
　　　　意見書と合わせて、定例会前の議会運営委員会で取り扱いを協議。全員異議がないものについては
　　　　議会運営委員会提案とし、調整のつかなかったものについては、
　　　　定例会中２回目の議会運営委員会までに会派間調整を行う。
　　○　議員提出議案には提出者と賛成者を区別せず記載するのが例である。
　＜事例＞
　　○　決議、意見書に対案が提出された事例

　　 　「『同和対策事業特別措置法』期限延長に伴う附帯決議の早期延長に関する要望決議」
（可決）

　　　 「同和対策協議会の早期再開による国会附帯決議具体化と同和対策事業特別措置法の民
　　　 　主的改正と延長に関する要望決議」（否決）

　　 　「関西国際空港全体構想早期実現に関する意見書」（可決）
　　　 「関西国際空港に関する意見書」（否決）
　　○　条例が提出された事例

　　 　「和泉市インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」（可決）

　　　 「和泉市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」（可決）
　＜申し合わせ事項＞
　　・決議、意見書提出にあたっては、概ね成文化した議案を議会運営委員会の前日午後５時
　　　までに事務局に提出する。（１回目の議運前）

〔２〕修正の動議（会規16）
　１　修正の動議はその案をそなえ、所定の発議者が連署し、議長に提出しなければならない。
　＜事例＞
　　○　予算委員会において修正案が提出された事例
　　　　・「和泉市水道事業給水条例の一部を改正する条例修正案」
　　　　　昭和52年第４回定例会　　S52.12.21　（委員長可決報告）
　　　　・「和泉市立幼稚園条例の一部を改正する条例修正案」
　　　　　昭和53年第１回定例会　　S53. 3.29  （委員長否決報告）
　　　　・「和泉市国民健康保険事業特別会計予算修正案」
　　　　　昭和53年第１回定例会　　S53. 3.29  （委員長可決報告）
　　　　・「廃棄物の処理及び清掃に関する条例修正案」
　　　　　昭和54年第１回定例会　　S54. 3.29  （委員長否決報告）
　　　　・「昭和63年度和泉市一般会計予算修正案」
　　　　　昭和63年第１回定例会　　S63. 3.28　（委員長否決報告）
　　　　 　～～　平成９年12月から委員会制度開始　～～
　　○　常任委員会において修正案が提出された事例
　　　　・「和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定についてに対する修正案」

　　　　　平成17年第４回定例会　  H17.12. 8  （総務文教委員会・可決）
　　○　本会議において修正案が提出された事例
　　　　・「平成19年度和泉市一般会計補正予算修正案」
　　　　（本補正予算については分割付託になっており、委員会での修正動議が提出できず）
　　　　　平成19年第３回定例会　  H19. 9.28  （本会議修正案否決・原案可決）

　　　 ・平成２年第１回定例会 H2.3.26

　　　　・令和４年第２回定例会 R4.6.30

　　　　・令和６年第１回定例会 R6.3.25

　　　　・昭和55年第４回定例会 S55.12.17

第２節　議案及び動議
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〔３〕議案の配付

　１　市長提出議案は、告示日に送り状を添えて議長に送付され、同日、議会事務局を通じ各

　　　議員に配付されるのが例である。

　　○　継続審査に付された事件を後会において会議に付するときは、その議案等の配付は省

　　　　略するのが例である。

〔４〕事件等の撤回又は訂正（会規18）

　１　委員会付託後の議案の撤回及び訂正をしようとするときは、本会議承認前に当該委員会

　　　への報告を行った後、本会議で承認するのが例である。

　２　議案等の誤記は正誤表の配付をもって訂正するのが例である。

　　○　議案等の誤記は正誤表の配付の後、必要に応じ説明させる。

　＜事例＞

　 ・委員会付託後における議案の訂正を委員会において許否を諮った上、本会議に諮った事例

　 　「予算審査特別委員会において条例２議案（附則の施行日）の訂正」

　　　　　平成元年第１回定例会　　H元.3.24

　 ・委員会付託後における議案の撤回について、閉会中の継続審査中であったため、委員長へ

　 　通知の上審査を中止し、後の本会議で撤回について諮った事例

　 　「和泉市自治基本条例の制定についての撤回の件」　平成21年第４回定例会　H21.11.30

　 ・委員会付託後における議案の撤回について、会期中の委員会審査前であったため、委員長

　 　へ通知の上審査を行わず、後の本会議で撤回について諮った事例

　 　「和泉市農業体験交流施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の撤回

　 　　の件」　　平成22年第３回定例会　　H22.9.28

　 ・委員会付託後における議案の訂正について、会期中の委員会審査前であったため、委員長

　 　へ通知の上訂正後の内容で審査を行い、後の本会議で訂正について諮った事例

　 　「自由通路新設工事委託協定の締結について(和泉府中駅舎整備に係る自由通路新設工事)

　 　　の訂正について」　　平成22年第４回定例会　　H22.12.14

　 ・委員会付託後における議案の撤回について、会期中の委員会審査前であったため、委員長

　 　へ通知の上審査を行わず、後の本会議で撤回について諮った事例

　　 「和泉市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定についての撤回の件」

　 　「和泉市下水道条例の一部を改正する条例制定についての撤回の件」

　 　　　　平成23年第１回定例会　　H23.3.22

　 ・委員会付託後における議案の訂正について、会期中の委員会審査前であったため、委員長

　 　へ通知の上訂正後の内容で審査を行い、後の本会議で訂正について諮った事例

　 　「公の施設の指定管理者の指定について（和泉市北部体育施設（和泉市立市民体育館））

　 　　の訂正について」　　平成28年第４回定例会　　H28.12.20

　 ・委員会付託後における議案の撤回について、会期中の委員会審査前であったため、委員長

　　 へ通知の上審査を行わず、後の本会議で撤回について諮った事例

　 　「和泉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

　 　　基準を定める条例の一部を改正する条例制定についての撤回の件」

　 　　　　令和元年第３回定例会　　R元.9.25

 　・委員会付託後における議案の撤回について、会期中の委員会審査後であったため、後の

　 　本会議で撤回について諮った事例

　　 「財産取得について（和泉市家庭系日常（可燃）ごみ指定袋）の撤回の件」

　　 　　　令和２年第２回定例会　　R2.6.30
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〔１〕議事日程の作成及び配付、追加日程（会規19、20）

　１　議事日程に記載する事件及びその順序は、議長が定める。

　　○　一般選挙後最初の会議における議事日程は、議長が決まるまでの間、臨時議長が定め

　　　　るのが例である。

　２　議事日程は、定例会前の議会運営委員会で承諾の後、議員に配付する。

　３　議事日程に新たに事件を追加するときは、会議に諮りその都度議席に配付するのが例で

　　　ある。

　４　議事日程の一部を翌日以降に残す時は、新たに日程を配付する。

〔２〕延　会（会規23）

　１　議事日程を配付しながら実質審議に入らず、会議に諮り延会した例は多い。

〔１〕議長及び副議長の選挙（会規24～32）

　１　議長及び副議長の選挙は、投票により行われるのが例である。

　＜事例＞

　　・正副議長を指名推選で行った事例

　　　　「昭和50年第２回臨時会　S50.11.13」

　２　正副議長の任期は、申し合わせにより１年とする。また、その他の役員（一部事務組合

　　　議員等）においても同様とする。ただし再任は妨げない。

　３　議長及び副議長の選挙は、毎年第３回定例会において行うのが例である。また、一般選

　　　挙後最初の議長選挙においても同様とする。

　＜事例＞

　　・正副議長選挙を第３回定例会以外で行った事例

　　　　　昭和50年第２回臨時会　　S50.11.13

　「先の第３回定例会において議長選挙を調整中、自然閉会となったため臨時会を招集した。」

　４　議長選挙は第３回定例会の全議案審議の終了後、現職議長辞職により役員改選を

　　　行うのが例である。ただし、一般選挙後の第３回定例会においては、開会初日より

　　　役員選挙を行う。

　５　役員改選（正副議長、常任、議運、特別委員、一部事務組合議員等）は１日で行われて

　　　いたが、近年では２日に分けて行われているのが例である。

　＜事例＞

　　○　正副議長選挙後、その他の役員選任等を翌日に行った事例は多い。

S59.10.22

H 3.10.16

H11.10.19

H13.10. 6

H14.10.15

H15.10.10

H18.10. 6 ～以降毎年

第３節　議事日程

第４節　選　　挙

　　　　・昭和59年第３回定例会

　　　　・平成３年第３回定例会

　　　　・平成11年第３回定例会

　　　　・平成18年第３回定例会

　　　　・平成13年第３回定例会

　　　　・平成14年第３回定例会

　　　　・平成15年第３回定例会
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〔２〕その他の選挙
　１　一部事務組合議会議員
　　　泉北環境整備施設組合
　　　役選期間中の議員全員協議会において選考、本会議において議長指名推選により決定。
　　　※ （現職）正副議長・監査委員、都市環境委員会正副委員長は、

その年は、派遣議員になったものとみなす。

〔３〕役員改選の手順
　１　通常の役選議会
　　開会～会議録署名議員の指名～会期の決定～議案審議（委員会付託）～（委員会審査）～
　　一般質問～議案審議（委員長報告・採決）～議長辞職～議長選挙～副議長辞職～副議長選
　　挙～（代表者会議）～常任・議運・特別委員会委員の選任～監査委員の選任～（正副委員
　　長互選）（議員全員協議会）～一部事務組合議会議員の選挙～閉会

　２　一般選挙後最初の議会
　　臨時議長の選出～開会～議席の決定～会議録署名議員の指名～会期の決定～議長選挙～副
　　議長選挙～特別委員会の設置～（代表者会議）～常任・議運・特別委員会委員の選任～監
　　査委員の選任～（正副委員長互選）（議員全員協議会）～組合議会議員の選挙～議案審議
　　（委員会付託）～（委員会審査）～一般質問～議案審議（委員長報告・採決）～閉会

〔１〕議題の宣告（会規33）
　１　議長は、議題を宣告する。
　２　委員会に付託した事件は、委員会審査の結了をまって議題とする。

〔２〕一括議題（会規34）
　１　当初予算及びこれに関連する議案は、一括議題とするのが例である。
　２　委員会付託とする案件については、一括議題とするのが例である。

〔３〕議案の朗読（会規35）
　１　議案は、朗読を省略するのが例である。

〔４〕議案等の説明（会規36）
　１　第１回定例会において市長は「市政運営方針」を披瀝するのが例である。
　２　市長提出議案の提案説明は、当初予算及び予算関連議案並びに補正予算を除き市長が登
　　　壇して行うのが例である。
　３　議会提出議案の提案説明は、提出議員が行うが議会運営委員会提案となるものについて
　　　は議会運営委員長が行うのが例である。
　４　提案説明は自席において行うのが例である。
　５　市長が提案説明を行うときは、登壇して行うのが例である。
　６　新市長は、就任後初の本会議において所信表明及び市政運営方針を行うのが例である。
　７　市長選挙の年においては、第１回定例会では市政運営方針を行わず、第２回定例会にお
　　　いて、所信表明及び市政運営方針（後大綱質疑）を行うのが例である。

　＜事例＞
　　○　市長選挙が第１回定例会と第２回定例会の間に執行されたことに伴い、上記のとおり
　　　　実施した事例
　　　　・平成21年第１回定例会（H21.2.27）及び第２回定例会（H21.7.13）
　　　　・平成25年第１回定例会（H25.2.27）及び第２回定例会（H25.7.5）
　　　　・平成29年第１回定例会（H29.2.23）及び第２回定例会（H29.6.30）
　　　　・令和３年第１回定例会（R3.2.19） 及び第２回定例会（R3.6.30）

第５節　議　　事
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〔５〕質疑及び委員会付託（会規36）

　１　委員会付託となる議案（請願等を除く）は、一括上程し、市長及び担当部長級の提案説

　　　明のあと所管の常任委員会に付託するのが例である。ただし、委員会付託を省略した議案等に

　　　ついては本会議で審議するが、通告制や時間制限はない。

　２　当初予算及びこれに関連する議案は会議において大綱質疑を行い、予算審査特別委員会

　　　を設置の上、一括付託を行うのが例である。ただし、補正予算（一般会計）については、

　　　各常任委員会に分割付託している。

　３　決算は会議において総括質疑を省略し、決算審査特別委員会を設置の上、一括付託を行

　　　うのが例である。

〔６〕委員長及び少数意見の報告（会規38）

　１　委員長は、登壇して報告書を朗読するのが例である。

　＜事例＞

　　・委員長報告に付帯決議を付して報告した事例

　　　「和泉市水道事業給水条例の一部改正」

　　　　　平成元年第１回定例会　H元. 3.23

　　・修正可決の委員長報告が行われた事例

　　　「和泉市水道事業給水条例の一部を改正する条例修正案」

　　　　　昭和52年第４回定例会　S52.12.21 　（委員長可決報告）

　　　「和泉市国民健康保険事業特別会計予算修正案」

　　　　　昭和53年第１回定例会　S53. 3.29 　（委員長可決報告）

　　　「和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定についてに対する修正案」

　　　　　平成17年第４回定例会　H17.12.16 　（委員長可決報告）

　　・過去、臨時会に委員長報告を行った例は多い。

〔７〕委員長報告に対する質疑（会規40）

　１　委員長報告に対する質疑は省略を諮り、直ちに討論に入るのが例である。

〔８〕討論の方法（会規52）

　１　当初予算及び決算に対する討論は、反対、賛成と交互に行うこととなっているが、反対

　　　討論については複数名、賛成討論については概ね１名で行っているのが例である。

　＜事例＞

　　○　決算に対する審査において、不認定となった事例

　　　・「平成20年度和泉市一般会計決算認定について」

　　　　　決算審査（H21.11.9）及び後の本会議(H21.12.11)において賛成討論なく不認定
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〔９〕委員会の審査又は調査期限（会規43）
　１　請願を委員会付託するときは、概ね開会中（会期中）の審査とするのが例である。
　２　決算は、閉会中の付託審査とし、次期定例会において委員長報告を行うのが例である。
　＜事例＞
　　○　委員会付託となった請願が議員任期満了により廃案となった事例
　　　・「北松尾小学校区留守家庭児童会の設置に関する請願」
　　　　昭和59年3月23日付託　同年７月17日中間報告　同年改選による審議未了
　　　・「子どもたちのすこやかな成長を保障するため、保育所の充実を求める請願」
　　　　平成４年３月26日付託　同年７月２日中間報告　同年改選による審議未了

　　○　委員会付託された請願が、継続審査せずに定例会の会期中に審査された事例
　　　・「乳幼児医療費助成制度の拡充を求める請願」
　　　　平成19年12月３日に厚生文教委員会へ付託　同月４日・７日の２日間で審査
　　　　（一部採択・一部不採択）
　　　・「情報公開制度の運用に関する請願」
　　　　平成21年７月13日に総務安全委員会へ付託　同月22日に審査（不採択）
　　　　　
　　○　委員会付託された請願が定例会の会期中に審査、参考人制度を活用し請願者が委員会
　　　　に出席した事例
　　　・「信太山丘陵の市有地（16ha）自然環境の保全に関する請願」
　　　　平成23年９月13日に都市環境委員会へ付託　同月15日に審査（不採択）
　　　・「和泉市都市計画変更（下水道区域1,610haの拡大）に関する請願」
　　　　平成23年９月13日に都市環境委員会へ付託　同月15日・26日の２日間で審査（不採択）
　　　・「南池田第一保育園・第二保育園統廃合民営化計画の中止を求める請願」
　　　　平成24年６月14日に厚生文教委員会へ付託　同月15日に審査（不採択）
　　　・「和泉市の歴史・文化・自然遺産である谷山池の保存に関する請願」
　　　　平成25年７月５日に総務安全委員会へ付託 
　　　　７月11日及び９月13日審査（同日とも継続審査）12月４日審査（不採択）
　　　・「全日空社宅跡地「仮称長谷工マンション」建設工事に関する請願」
　　　　平成26年９月11日に都市環境委員会へ付託 　同月16日に審査（不採択）
　　　・「長谷工コーポレーションによるいぶき野３丁目計画に関する請願」
　　　　平成26年９月11日に都市環境委員会へ付託 　同月16日に審査（不採択）
　　　・「介護保険料に関する請願」
　　　　平成27年２月26日に厚生文教委員会へ付託 　同月27日に審査（不採択）
　　　・「和泉市学校給食調理業務委託化に関する請願」
　　　　平成27年９月10日に厚生文教委員会へ付託 　同月11日に審査（不採択）
　　　・「小・中学校の定数超え学級をなくす施策を求める請願」
　　　　平成29年11月27日に厚生文教委員会へ付託 　同月30日に審査（不採択）
　　　・「和泉市立の小・中学校で35人以下学級の実施を求める請願」
　　　　令和２年２月20日に厚生文教委員会へ付託 　同月26日に審査（不採択）
　　　・「和泉市行政特定部署と市民との不適切な接客対応に関する請願」
　　　　令和５年２月27日に総務企画委員会へ付託 　３月24日に審査（不採択）
　　　・「市下水道料金の推定未収金が毎年約１億円発生に関する請願」
　　　　令和５年２月24日に都市環境委員会へ付託 　３月24日に審査（不採択）
　
　　○　決算審査特別委員会を２度開催した事例
　　　　　企業会計決算については、地方公営企業法の定めにより７月１日以降に開催される
　　　　　議会の認定に付すため、一般会計、特別会計とは議会に付す時期が必ずしも同一で
　　　　　はない。
　　　　　・平成17年　市長選挙のため７月に議会を開催し、企業会計決算を認定に付す
　　　　　・平成21年　市長選挙のため７月に議会を開催し、企業会計決算を認定に付す
　　　　　・平成25年　市長選挙のため７月に議会を開催し、企業会計決算を認定に付す
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〔10〕委員会の中間報告（会規44）
　＜事例＞
　　○　委員長より中間報告が行われた事例
　　　・「光明台南小学校「留守家庭児童会」の設置に関する請願」
　　　　　昭和59年10月25日付託　61年３月11日中間報告
　　　・「看護婦確保対策の充実を求める請願」
　　　　　平成５年10月５日付託　同年12月16日中間報告
　　　・「藤和不動産高層分譲集合住宅設計計画「和泉市いぶき野３丁目計画」に関する請願」
　　　　　平成17年７月４日付託　同年７月15日中間報告
　　　・「和泉市の歴史・文化・自然遺産である谷山池の保存に関する請願」
　　　　　平成25年７月５日付託　同年７月26日及び９月30日中間報告

〔11〕除　斥
　１　除斥の対象となる議員は、議長の発議によらず自発的に退席するのが例である。
　＜事例＞
　　・人事案件以外で除斥した事例
　　「損害賠償の額の決定及び和解について（交通事故）」
　　　　　平成17年第１回定例会　　H17.3.1

〔１〕発言の許可（会規49）
　＜事例＞
　　○　任期途中で議員辞職挨拶をした事例

〔２〕発言の通告（会規50）
　１　議案に対する発言の通告は、口頭により行うのが例である。
　　○　発言は、審議の過程において挙手により発言の許可を与えられた者とする。

〔３〕質疑の回数（会規55）
　１  当初予算及び予算関連議案に対する大綱質疑の回数は１回とし、答弁の後に意見要望を
　　　述べることができる。

〔４〕一般質問（会規61）
　１  質問時間は、答弁を含め60分以内とする。
　　○　一般質問の通告は、議会運営委員会において決められた日時までに所定の通告用紙に
　　　　より提出する。（現在、ほとんどが質問の標題のみの提出）
　　○　一般質問の発言順序は、「くじ」により決定し、若番から質問する。
　　○　発言残時間の表示は表示機により、はじめに「60分」をセットする。残り５分前、
　　　　１分前及び質問時間終了時にはチャイムで報知することとなっている。
　　○　一般質問は臨時会を除き、各定例会において行う。
　　○　一般質問通告締切期日は、総務企画委員会終了後の午後５時とするのが例である。
　　○　一般質問の発言は、最初の質問のみ登壇して行い、再質問以降は質問席で行う。
　　○　一般質問日を２日間から３日間に変更する。（H22.6～）
　　○　一問一答制を本格的に実施（H23.6～）に伴い、回数制限をなくした。
　　○　質問日は、各定例会の第２日・第３日・第４日に行う。
　　○　一般質問時の参考資料を議場内モニター及びライブ映像配信に表示することができる。
　　　　ただし、表示する資料の内容は議員の責任とする。（R5.8～）
　２　一般質問は議事日程記載事項として「日程第○一般質問について」とするのが例である。
　３　代表質問は、行わないのが例である。

　　　・平成３年第１回定例会　 　 H 3. 3.26
　　　・平成15年第２回定例会 H15. 7. 4

　　　・昭和50年第１回定例会 S50. 3.31
　　　・昭和58年第１回定例会 S58. 3.23
　　　・平成２年第３回定例会 H 2.10. 4

第６節　発　　言
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〔１〕表決問題の宣告（会規66）

　１  通常一括議題とした議案は、一括採決としているが、討論のあったものは分割して採決

　　　するのが例である。

　２　委員会の報告が否決のときは、原案について諮るのが例である。

　＜事例＞「和泉市税条例等の一部を改正する条例制定について」

　　　　　「平成23年度和泉市一般会計補正予算(第3号)」

　　　　　平成23年９月13日総務安全委員会へ付託、同月16日に審査され否決、後の本会議に

　　　　　おいても否決。　 平成23年第３回定例会　H23.9.30

　３　委員会で修正可決又は付帯決議が付された案件の採決は、委員長報告どおり諮るのが例

　　　である。

〔２〕電子採決システムによる表決（会規69）

　１  本会議において議長が表決をとろうとするときは、電子採決システムにより、問題を可

　　　とする者の多少を認定して可否の結果を宣告する。ただし、議長が必要があると認める

　　　ときは起立表決とすることができる。（R3.6～）

〔３〕記名投票（会規70・71）

　＜事例＞「和泉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例制定について」

　　　　　庁舎の位置を定める条例改正は特別多数議決であり、記名投票の結果、出席議員の

　　　　　３分の２以上の賛成がなかったため否決。　　平成27年第４回定例会　H27.12.15

〔４〕簡易表決（会規75）

　１　本会議における表決は、反対討論がない案件については簡易表決によるのが例であるが、

　　　出席議員２人以上から異議があるものについては、電子採決システムにより表決をとら

　　　なければならない。ただし、議長が必要があると認めるときは起立表決とすることがで

　　　きる。（R3.6～）

　＜事例＞「和泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制

　　　　　定について」（同一議題２件上程・起立表決）

　　　　　平成24年６月29日本会議最終日に、同一議題２件の議員報酬削減案を一括上程し、

　　　　　審議された。先に起立表決した議案が可決されたことから、残る議案は議決不要と

　　　　　なり否決された。　平成24年第２回定例会　H24.6.29

〔５〕表決の順序（会規76）

　１　委員長から修正報告があった議案は、最初に委員会修正案の採決を行い、次に修正案を

　　　除く原案について採決するのが例である。

　＜事例＞

　　　「和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定についてに対する修正案」

　　　　　平成17年第４回定例会　　H17.12.16　（修正案可決）

第７節　表　　決
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〔１〕常任委員会の設置（委条１）

　１　常任委員会は、条例により３委員会とする。所管委員会の名称変更（令和２年４月）

〔２〕議会運営委員会の設置（委条４）

　１　任意の委員会であったが、平成13年10月２日より法制化された。

〔３〕委員の任期（委条３、４）

　１　常任・議会運営委員の任期は１年とする。

〔４〕特別委員会の設置（委条６）

　１　審査、調査のための特別委員会を設置するときは、議員発議により、質疑・討論を省略

　　　し、簡易表決により行うのが例である。

〔５〕委員の選任及び正副委員長（委条７、８）

　１　常任委員及び特別委員の選任は、予め代表者会議で内定した者を議長が会議で指名する

　　　のが例である。

　　　議員全員協議会では、和泉市議会役員選出基準表に基づき人選を行い、本会議で選任後、

　　　各委員会において正副委員長の互選を行うのが例である。

　２　補欠議員は、前任者の常任委員会に所属するのが例である。

　３　委員会において互選された委員会正副委員長は、本会議において議長より紹介を行うの

　　　が例である。

〔６〕常任・議運・特別委員会委員の選出方法

　１　常任委員会委員

　　　議員は３つの常任委員会にそれぞれ分かれる。なお、正副議長の所属委員会は、同じ

　　　委員会にならないよう、正副議長で協議し決定する。

　２　議会運営委員会委員

　　　各会派割当数により選出。

　　　２名～３名の会派 …１名　　４名～５名の会派 …２名　　６名以上の会派 …３名

　３　特別委員会委員

　・　空港問題対策特別委員会

　　　（平成９年12月11日～平成19年９月28日終了）

　　　　各常任委員会より正副委員長を除き３名選出。

　・　入札制度及び契約等に関する特別委員会

　　　（平成17年７月15日～平成18年３月１日終了）

　　　　各会派割当数により（議運の選出方法に準ずる）12名選出。

　・　庁舎整備特別委員会  （平成24年10月25日設置～平成28年９月22日改選に伴い終了）

　　　　議員24名を二分して（正副議長は庁舎及び病院それぞれに所属）選出する。（12名）

　　 　　　　　　　　　　 （平成28年10月31日設置～令和元年９月30日終了）

　　　　各会派割当数により（議運の選出方法に準ずる）９名選出。

　・　病院問題特別委員会　（平成24年10月25日設置～平成25年９月30日終了）

　　　　議員24名を二分して（正副議長は庁舎及び病院それぞれに所属）選出する。（12名）

第２章　委 員 会
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　４　予算・決算審査特別委員会の設置及び委員

　・　予算審査特別委員会の設置は、第１回定例会初日に予算及び予算関連議案の提案説明の

　　　後、引き続いて予算審査特別委員会を設置し、同時に委員の選任を行う。

　・　決算審査特別委員会の設置は、第３回定例会において一般会計決算・特別会計決算及び

　　　企業会計決算が上程され、提案説明、総括質問は省略の後、引き続き決算審査特別委員

　　　会を設置し、同時に委員の選任を行う。その後、第４回定例会で委員長報告を行い、

　　　認定の可否を採決する。

　・　予算及び決算の委員は、それぞれ12名以内をもって構成する。（委員選出にあたっては、

　　　一般選挙後最初の役員選任時に24名をそれぞれ二分して選出、次年度より交互にその委

　　　員となることを基本とする。ただし、諸般の事情により委員の交替を認める。）

　５　予算・決算正副委員長の互選時期

　　　予算・決算正副委員長の互選については、各々委員選任を行った日の本会議終了後に行う。

〔７〕委員会の開催（委条14）

　１　決算審査特別委員会は、閉会中の継続審査に付すのが例である。

　２　正副委員長互選のための委員会は、議長が招集するのが例である。

　３　常任委員会及び特別委員会（協議会を含む）の開催日は、委員長が招集する。

　４　委員会の会議時間は午前10時から午後５時15分までとし、会議時間を延長する場合は、

　　　会議に諮るのが例である。

〔８〕委員会の議事

　１　議案に対する提案理由の説明は本会議では市長が簡潔に行うため、委員会においては担

　　　当部長が内容説明を行うのが例である。

　　　○　常任委員会において一括上程され審査された事例

　　　　・平成23年第４回定例会　　H23.12. 5 （総務安全委員会）

　　　　「和泉市土地開発公社の解散について」「第三セクター等改革推進債の起債に係る許

　　　　可申請について」「権利の放棄について」　　

　　　　・平成24年第４回定例会　　H24.12. 4 （都市環境委員会）

　　　　「負担付き寄附受納について（旧JSTイノベーションプラザ大阪）」「和泉市産業

　　　　振興プラザ条例制定について」

　２　予算及び予算関連議案並びに決算の委員会における提案説明は、本会議で提案説明済の

　　　ため省略するのが例である。ただし、常任委員会における補正予算の補足説明は原則として行う。

　　　また、軽微なものは、所管する正副委員長の判断で説明は省略可能とする。

　３　委員会に出席する議事説明員は、課長級以上とするのが例である。

　４　一般選挙後及び毎年４月人事異動後の最初に開催される委員会では、所管部長から担当

　　　課長等を紹介するのが例である。

　５　予算・決算審査の順序

　　　審査は、一般会計・特別会計・企業会計の順に行い、一般会計においては、歳出予算科目の

　　　款の順に行い、歳入は一括して行う。また、その他の会計においては歳入歳出（収入支出）

　　　を一括し審査を行う。ただし、市長選挙年（７月議会開催の場合）の決算審査は企業会計、

　　　一般会計、特別会計の順に行うのが例である。
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〔９〕委員会の議案修正（会規100）

　○　予算審査特別委員会において修正案が提出された事例

　　・「和泉市水道事業給水条例の一部を改正する条例修正案」

　　　　　昭和52年第４回定例会　S52.12.21　（委員長可決報告）

　　・「和泉市立幼稚園条例の一部を改正する条例修正案」

　　　　　昭和53年第１回定例会　S53. 3.29　（委員長否決報告）

　　・「和泉市国民健康保険事業特別会計予算修正案」

　　　　　昭和53年第１回定例会　S53. 3.29　（委員長可決報告）

　　・「廃棄物の処理及び清掃に関する条例修正案」

　　　　　昭和54年第１回定例会　S54. 3.29　（委員長否決報告）

　　・「昭和63年度和泉市一般会計予算修正案」

　　　　　昭和63年第１回定例会　S63. 3.28　（委員長否決報告）

　○　総務文教委員会において修正案が提出された事例

　　・「和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定についてに対する修正案」

　　　　　平成17年第４回定例会  H17.12. 8　（総務文教委員会提出）

　（参考）

　　　　委員会審査中、資料要求のあったとき、理事者は委員長と協議の上提出するのが例で

　　　　ある。

〔１０〕委員外議員の発言（会規116）

　１　委員外議員の発言は、予め委員長に文書をもって通告することとする。

　　○　委員会において委員外議員から発言通告が提出された事例

　　 ・平成17年第４回定例会　H17.12.7（産業建設委員会）

　　　　「損害賠償の額の決定及び和解について（河川改修工事による事故）」

　　 ・平成22年第４回定例会　H22.12.2（都市環境委員会）

　　「損害賠償の額の決定について（上伯太線道路改良工事に係る施工指導料立替払）」

　　「公の施設の指定管理者の指定について（自転車等駐車場（信太山駅前自転車等駐車

　　　場、北信太駅前自転車等駐車場、和泉中央駅前南自転車等駐車場））」

　　「和泉市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について」

　　 ・平成25年第１回定例会  H25. 3.1（都市環境委員会）

　　「和泉市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例制定

　　　について」

 　　・平成28年第４回定例会　H28.12.8（庁舎整備特別委員会）

　　「財産取得について（市庁舎用地）」

　　「平成28年度和泉市一般会計補正予算（第5号）」

　　「和泉市新庁舎整備基本方針（案）について」（報告案件）

〔１１〕委員会の表決及び審査結果

　１　委員会で可決された付帯意見は、本会議において委員長からその経過を報告する。

　　・委員会で付帯意見を付した事例

　　　　平成元年度水道・病院事業会計予算に対し、付帯意見を付した。

　　　　　平成元年第１回定例会　H元. 3.24

　　・過去臨時会において委員長報告を行った事例は多い。

    ※H29.3.17、4.28、6.13、11.6、12.5、H30.1.17、3.29、9.19、11.9、H31.1.30、R1.9.18　開催の庁舎整備特別委員会でも事例有り
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〔１〕請　願（会規138～143）

　１　提出期限は定例会開会日２週間前としており、定例会初日に上程し、所管委員会に付託する。

　２　正副議長及び所管委員会の正副委員長は、紹介議員にならないのが例である。

　３　閉会中に提出された請願は、議会事務局で保管し、次期定例会に提出するのが例である。

　４　請願審査において請願者が希望する場合、所管委員会に参考人として出席し意見陳述を

　　　行う。(平成23年９月～)なお、参考人が出席しない場合には従来どおり紹介議員が趣旨説明を行う。

　　　（H23.7.1～和泉市実費弁償条例の一部改正により、参考人に日当1,000円支給）

　５　請願の採択または、不採択の議決をしたときは、請願者にその旨通知するのが例である。

　６　決議・意見書要請に関する請願を会派調整により決議・意見書に取り上げて行った。

　＜事例＞

　　○　委員会付託後、継続審査とならず所管委員会において採決された事例は多い。

　　　・「乳幼児医療費助成制度の拡充を求める請願」

　　　平成19年12月３日委員会付託、厚生文教委員会において審査、同月４日・７日の２回開催　

　　　同年12月14日一部採択・一部不採択。

　　　・「情報公開制度の運用に関する請願」

　　　平成21年７月13日委員会付託、総務安全委員会において審査、不採択となったが、願意

　　　の実現に向けて付帯意見を付した。

　　　・「信太山丘陵の市有地（16ha）自然環境の保全に関する請願」

　　　平成23年９月13日委員会付託、都市環境委員会において審査、不採択となったが、同月　

　　　30日の本会議において採択された。　

　　○　審議未了のため廃案となった事例

　　　・昭和59年９月の市議改選に伴い付託中の請願８件が審議未了となった。

　　　・平成４年９月の市議改選に伴い付託中の請願１件が審議未了となった。

〔２〕陳　情（会規144）

　１　議長宛に送付された陳情書及びこれに類する要望書等は、受理後、全議員にその写しを

　　　送付する。

第３章　請願・陳情
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〔１〕傍　聴（傍規）
　１　議場における傍聴人の定員は、一般席は36名、車いす使用者席は３名、親子席は１組とし、

　　　委員会室における傍聴人の定員は７名とする。
　２　議場における傍聴は先着順とし、委員会室における傍聴は会議開始15分前において定員
　　　を超えている場合は抽選とする。
　３　会議における報道関係者の写真撮影及び録音等は、議長及び委員長の許可による。
　４　議場内傍聴席の一部及び委員会室内に設置したモニターに、会議音声をリアルタイムで
　　　自動文字起こししたもの（UDトーク）を表示する。（令和３年第２回定例会～）
　５　議場内傍聴席にはヒアリングループ補聴援助システムを整備する。
　＜事例＞
　　・本会議のテレビ撮影等の申し出があり、許可した事例
　　　　　昭和61年第２回定例会　　S61. 6.25
　　　　「和解について（ラブホテル訴訟事件）」
　　・過去、本会議で報道関係者を議長許可した例は多数。

　＜事例＞
　　〇　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、感染対策を行った事例

〔２〕秘密会（会規47、48）
　１　事例なし

〔１〕会議録
　１　会議録署名議員は、開議の宣告後、議長が指名するのが例である。
　　○　会議録署名は、議員２名とし、議席順に２ブロックに分けて各ブロック議席番号順に
　　　　議長より指名する。（H5.9.22議運申し合わせ）
　２　本会議及び委員会は録音機により記録し、反訳後、会議録を調製する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H22.4～速記者派遣廃止）
　３　会議録は、概ね次期定例会までに作成する。
　４　会議録（写）は、市長、和泉図書館、シティプラザ図書館、にじのとしょかん、
　　　南部リージョンセンター図書室、北部リージョンセンター図書室、市政情報コーナー、
　　　国立国会図書館へ送付する。なお、各会派へ配付していた会議録については、令和３年
　　　第２回定例会以降分より、製本ではなくPDFデータを議員各位のタブレット端末で閲覧
　　　できるようにする。また、議会図書としても保管し、その他議長が必要と認めたものに
　　　ついては、送付することができる。
　５  会議録検索システムの導入により、各部局への会議録送付は行わない。（H13.6～）
　６  市議会ホームページから会議録の閲覧が可能になった。（H16.6～）
　７　会議録配付を希望する議員に対しては、CD-Rに写したものを配付する。（H20.6～）
　８　会議録速報版として、校正前原稿をホームページに掲載する。（H22.6～）

第４章　傍聴・秘密会

　　　・令和２年第１回定例会:新型コロナウイルス感染症対策として議場、委員会室入室時
　　　　のマスク着用・手指消毒・一般傍聴の自粛を実施。
　　　　※以降、令和２年すべての定例会・臨時会・委員会において実施。
　　　・令和２年第１回臨時会:上記に加え、議会中、議場扉を開放した。
　　　・令和２年第２回定例会:常任委員会の議場開催を実施。
　　　・令和２年第３回定例会:出席者等の検温を追加し、マスクは不織布マスクのみとした。
   　   なお、情勢を鑑み、一般傍聴は２分の１の制限に変更。
　　　・令和２年第４回定例会:一般傍聴を自粛に変更。
　　　・令和３年第１回定例会:令和２年第４回定例会と同様。
　　　・令和３年第２回定例会:一般傍聴を２分の１の制限に変更。
　　　・令和３年第３回定例会:一般傍聴を自粛に変更。
　　　・令和３年第４回定例会:一般傍聴を２分の１の制限に変更。
      ・令和４年第１回定例会:令和３年第４回定例会と同様。
　　　・令和４年第１回臨時会:令和４年第１回定例会と同様。
　　　・令和４年第２回定例会:一般傍聴の制限を解除。
　　　・令和５年第１回定例会：マスクの着用は個人の判断に委ねる。
　　　・令和５年第１回臨時会：アルコール手指消毒及び検温を廃止。

第５章　会 議 録
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〔１〕実施概要

　１　平成21年９月14日から議会映像配信を開始する。

　２　配信の方法は、インターネットライブ中継及び録画並びに庁内テレビ中継とする。

　３　配信する会議は、本会議及び決算審査特別委員会、予算審査特別委員会とする。

　４　録画配信の画像は、配信を開始した日から５年間視聴できるものとする。

　５　録画配信用の記録媒体は配信日から起算して５年間保存する。

　６　平成24年６月からUSTREAMを利用した常任委員会（協議会）の映像配信を実施、

　　　同年11月からは庁舎整備特別委員会・病院問題特別委員会も映像配信を実施する。

　　　なお委員会協議会についてはライブ配信のみを行っていたが、

　　　令和４年第１回定例会から録画配信も実施する。

　（平成29年４月より、USTREAMからYouTubeでの映像配信に切替え）

　（令和３年５月の新庁舎移転後より、特別委員会は委員会室でYoutubeでの映像配信）

〔２〕その他の事項

　１　運営に関しては、和泉市議会映像配信運営要綱（平成21年９月７日制定）に定めるほか、

　　　議長が別に定める。

　２　一般質問の録画映像を希望する議員に対しては、DVD-Rに写したものを配付する。

　３　一般質問のライブ配信時、通告要旨を議会中継ページに掲載する。（令和５年第２回定例会～）

　４　UDトークによる反訳文を、ライブ配信時に限定してWeb上にリアルタイムで公開する。

     （令和５年第４回定例会～）

○地方自治法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し、協議又は

　調整を行う場を下記のとおり設ける。（会規165）

　・広報広聴委員会（H22.12.14）

　　　運営に関しては、和泉市議会広報広聴委員会規程（H22.9.22制定）を制定し、市議会

　　　だより発行規程及び要綱は廃止する。

○議会改革の取り組みとして、ICTを活用し、本会議、常任委員会、特別委員会、議会

　運営委員会等の会議におけるペーパーレス化及び議会運営の効率化を推進するために、

　タブレット端末を導入。　　（令和２年11月開催　決算審査特別委員会以降）

　・和泉市議会タブレット端末使用管理基準を制定。（令和２年10月23日）

　＜申し合わせ事項＞

　　・会議の出席者または傍聴議員については、会議に必要な資料等を閲読するために、令和２

　　　年11月開催の決算審査特別委員会以降の議場・委員会室等の会議の場にタブレット端末を

　　　持ち込み使用することを可とする。

第６章　議会映像配信要領

第７章　協議又は調整の場

第８章　タブレット端末の導入
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　第９章　参考資料

和 泉 市 議 会 年 表

１９８９年（平成元年）～２０２４年（令和６年）



　　　年

月

↓36代 出原議長(4代 池田(忠)市長) ↓38代 柳瀬議長(4代 池田(忠)市長) ↓39代 竹下議長(4代 池田(忠)市長)

1 決算審査（1/24～25)※S63決算

・関西新国際空港(1/17) ・開発事業対策(1/24)

■仁井明議員死去(1/6) ・開発事業対策(1/29) 第１回臨時会（2/18）

2 　…条例定数26(現員25･欠員1) 第１回臨時会（2/20） ・土地開発公社(2/21) ・土地開発公社(2/25)

・土地開発公社(2/23) ・開発事業対策(2/22) ・交通公害対策(2/28) ・土地開発公社(2/26)

第１回定例会(3/6～24) 第１回定例会(3/5～26) 第１回定例会(3/6～26) 第１回定例会(3/4～26) 第１回定例会(3/4～26)

3 予算審査(3/14～17) 予算審査(3/13～15) 予算審査(3/13～18) 予算審査(3/16～19) 予算審査(3/15～18)

・交通公害対策(3/23)

　…条例定数26(現員21･欠員5)

4 ・同和対策(4/19)

・交通公害対策(4/23)

■藤原正通議員死去(4/26)

5 ・同和対策(5/12) 　…条例定数26(現員25･欠員1)

第１回臨時会（5/16）

・土地開発公社(6/18) ・同和対策(6/7) ・同和対策(6/15) ・土地開発公社(6/17)

6 ・開発事業対策(6/20) ・土地開発公社(6/21) ・土地開発公社(6/19) 第２回定例会(6/28～29)

・土地開発公社(6/26) ・開発事業対策(6/28) 第２回定例会(6/30～7/2)

第２回定例会(7/2～3) 第２回定例会(7/8～10) ◇和泉市議会の議決に付すべき契約及び

7 第２回定例会(7/11～12) 　財産の処分に関する条例改正（7/1）

8 ■第10期 市議会議員選挙（9/13）

9 ・交通公害対策(9/13) ■池辺秀夫議員死去(10/1) ・交通公害対策(9/17) 第３回定例会(9/30～10/15)

・開発事業対策(9/25) 　…条例定数26(現員24･欠員2)  柳瀬､天堀､原､早乙女､猪尾、勝部 ↓40代 大谷議長・讃岐副議長

第３回定例会(10/2～13) 第３回定例会(10/2～17) 第３回定例会(10/1～16) ↓39代 竹下議長・木村副議長

10 ↓37代 穴瀬(克)議長・原副議長 ↓38代 柳瀬議長・若浜副議長 第３回定例会(10/5～23)

■田中昭一議員辞職･助役就任(10/4)

　…条例定数26(現員23･欠員3) 決算審査（10/30～31） 決算審査（11/4～5） 決算審査(11/8～10)

11 決算審査(11/5～6) ■市長選挙及び補欠選挙(11/17)【西口(平)】

↓4代 池田(忠)市長

・開発事業対策(12/6) ・開発事業対策(12/5) ・交通公害対策(12/7)

12 第４回定例会(12/19～21) 第４回定例会(12/18～19) 第４回定例会(12/17～20) 第４回定例会(12/15～17) 第４回定例会(12/14～16)

地自法改正（109、109の2、110） 交通公害対策、開発事業対策、同和対策、

備考 ＊委員会に参考人制度導入 関西新国際空港対策、土地開発公社

＊条例で議会運営委員会設置可能へ 特別委員会設置(10/14)

1989年（平成元年） 1990年（平成2年） 1991年（平成3年） 1992年（平成4年） 1993年（平成5年）
↓35代 田中(昭)議長・藤原（正）副議長 ↓37代 穴瀬(克)議長(4代 池田(忠)市長)

(4代 池田(忠)市長)

●常任(総務･産業文教･建設水道･厚生病院)

・同和対策(2/16) ・開発事業対策(2/23)

・開発事業対策(2/14)・土地開発公社(2/27)

●大阪府市議会議長会会長(S63/3～H元3) ■坂口敏彦・早乙女実議員辞職(3/26)

■補欠選挙(4/21)【竹下､池田(秀)､上田､猪尾､大谷】

・同和対策(6/11) ・開発事業対策(6/15)

 友田､森､若浜､上田､田代､松尾(孝)､中塚(新)､

・交通公害対策(9/17)・開発事業対策(9/20)  讃岐､池田(秀)､井坂､大谷､柏(冨)､木村､竹下､ ・開発事業対策(9/13) ・同和対策(9/16)

 須藤､赤阪､穴瀬(克)､並河､辻(正)､西口(秀)､

↓36代 出原議長・西口（秀）副議長

・同和対策(11/30) ・開発事業対策(12/2) ・同和対策(11/30) ・開発事業対策(12/1)

・開発事業対策(12/3) ・同和対策(12/4)



　　　年
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↓40代 大谷議長(4代 池田(忠)市長) ↓42代 若浜議長(5代 稲田市長) ↓43代 中塚(新)議長(5代 稲田市長) ↓44代 西口(秀)議長(5代 稲田市長)

●市議会だより創刊号(1/1)

・空港問題対策(1/16､3/13)

第１回臨時会（2/18） ◇市議会だより発行要綱改正(2/9)

・土地開発公社(2/21) ◇事務局処務規則制定(2/19) ●１号館屋上防水工事(2/14～3/1)

第１回定例会(3/4～28) 第１回定例会(3/3～28) 第１回定例会(3/1～27) 第１回定例会(3/3～27) 第１回定例会(3/2～24)

予算審査(3/15～17） 予算審査(3/14～17) 予算審査(3/12～18) 予算審査(3/12～14) 予算審査(3/16～18)

●３号館完成～委員会室設置(3月)

議会報発行準備委員会設置(5/2)

●議場改修工事(4/16～6/20)

委員会に係る検討委員会設置(5/2)

 →(議長諮問機関～Ｈ11/2/16答申)

　・委員会制度実施への検討

　5/17･12/6､(H9)2/4･6/3･7/22

・土地開発公社(6/16) ・土地開発公社(6/12) 　8/19･12/24､(H10)2/10､(H11)2/8

第２回定例会(6/28～30) ・土地開発公社(6/12) ・空港問題対策(6/12､/22)

第２回定例会(6/29～7/3) 第２回定例会(6/26～7/1) 第２回定例会(6/30～7/14)

第２回定例会(7/2～4)

■第11期 市議会議員選挙（9/15）

・空港問題対策(8/31)

・開発事業対策(9/13)

第３回定例会(9/30～10/20) 第３回定例会(9/30～10/15) 第３回定例会(9/24～10/16)

↓41代 松尾(孝)議長・森副議長  須藤､大谷､田代､辻本(光)､松尾(孝) ↓44代 西口(秀)議長・猪尾副議長 ↓45代 讃岐議長・池田副議長

第３回定例会(10/2～17) ↓43代 中塚(新)議長・須藤副議長

第３回定例会(10/4～23) ●常任（総務文教･産業建設･民生企業）

決算審査(10/24～25)

決算審査(11/8～10) 市議会だより編集委員会設置(10/31)

■市長選挙(11/12)無投票 決算審査(11/12～13) 決算審査(11/11～12)

・交通公害対策(11/30) ↓5代 稲田市長(12/3～) 決算審査(11/5～6)

●常任委員会制度実質運用開始 第４回定例会(12/9～18)

第４回定例会(12/13～14) 第４回定例会(12/20～21) 第４回定例会(12/17～19) 第４回定例会(12/10～19)

・空港問題対策(12/18､/22)

同和対策特別委員会設置(10/16) 地自法改正（252の33～36､39､40）

＊外部監査契約締結を議決事項へ

空港問題対策特別委員会設置(12/11)

1994年（平成6年） 1995年（平成7年） 1996年（平成8年） 1997年（平成9年） 1998年（平成10年）
↓41代 松尾(孝)議長(4代 池田(忠)市長～12/2)

・開発事業対策(2/15)・交通公害対策(2/17) ・交通公害対策(2/14) ・開発事業対策(2/15)

・開発事業対策(2/24) ・同和対策(2/24) ・同和対策(2/20)・土地開発公社(2/20) ・同和対策(2/19)・土地開発公社(2/21)

 →11/25､(H9)2/4･4/18･5/22･7/22･9/12

・開発事業対策(6/14) ・同和対策(6/15)

・交通公害対策(6/13)・開発事業対策(6/17)

 中塚(新)､池田(秀)､小泉､讃岐､天堀､早乙女､

・開発事業対策(9/13) ・同和対策(9/14)  猪尾､矢竹､上田､西口(秀)､若浜､井坂､辻(宏)､

・同和対策(9/14) ・交通公害対策(9/19)  逢野､柏(冨)､赤阪､横山､吉川､辻(正)､友田､森､

◇委員会条例改正(9/24)【4→3委員会へ】

↓42代 若浜議長・中塚（新）副議長

◇市議会だより発行規程及び要綱制定(10/16)

・同和対策(12/1) ・交通公害対策(12/2)
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↓45代 讃岐議長(5代 稲田市長) ↓46代 井坂議長(5代 稲田市長) ↓47代 天堀議長(5代 稲田市長) ↓48代 柏(冨)議長(5代 稲田市長) ↓49代 須藤議長(5代 稲田市長)

・同和対策(2/19)

・同和対策(2/16) ※以降、一般質問が議案審議にふれる ・同和対策(2/20)

・同和対策(2/22) 　ことを考慮し、日程は3日目・最終日

第１回定例会(3/1～24) 第１回定例会(3/1～24) 第１回定例会(3/1～22) 第１回定例会(3/1～19) 第１回定例会(2/27～3/25)

予算審査(3/15～17) 予算審査(3/15～17) 予算審査（3/7～9） 予算審査(3/7～11) 予算審査(3/6～12)

◇政務調査費の交付に関する条例制定(3/26) ◇委員会条例改正(3/22)

●近畿市議会議長会会長就任 【調査研究費から政務調査費に変更】 ◇会議規則改正(3/25)

　（H12/4～H13/4） ◇政務調査費の交付に関する規程制定(3/26) ◇政務調査費の交付に関する条例改正(3/30)

■松尾孝明議員死去(6/13) ●会議録検索システム導入(H13/6～)

　…条例定数26(現員25･欠員1)

第２回定例会(6/28～7/9) 第２回定例会(6/27～7/6) 第２回定例会(6/26～7/6) 第２回定例会(6/25～7/5) 第２回定例会(6/23～7/4)

■井坂善行議員辞職(7/4)

・空港問題対策(7/27)

◇情報公開条例の施行に関する和泉市

　議会規則制定(8/25) ■第12期 市議会議員選挙（9/10） ◇議事運営に関する要綱改正(9/17)

※以降、一般質問日は2日間とし、日程は

◇傍聴規則改正(9/24) 　発言取消しを考慮し、2日目･3日目

第３回定例会(9/27～10/19) 第３回定例会(9/25～10/16) 第３回定例会（9/24～10/15） 第３回定例会(9/18～10/10)

↓46代 井坂議長・上田副議長 ↓48代 柏(冨)議長・田代副議長 ↓49代 須藤議長・逢野副議長 ↓50代 辻(正)議長・小泉副議長

↓47代 天堀議長・辻（正）副議長 ◇議会運営委員会要綱制定(10/1)

第３回定例会(10/2～27) ◇議事運営に関する要綱制定(10/1)

決算審査(10/26～27) ◇会議規則全部改正(10/2) 決算審査(10/20～22)

決算審査(11/6～8) ◇委員会条例全部改正(10/2) 決算審査(11/5～11)

■市長選挙(11/28)無投票 【議会運営委員会を条例に規定】 ■市長選挙及び補欠選挙(11/9)【小野林】

↓5代 稲田市長 ※ここまで一般質問日日程は初日･2日目 決算審査(10/31～11/2) ↓5代 稲田市長

第４回定例会（12/7～17） 第４回定例会(12/4～14) 第４回定例会(12/5～18) 第４回定例会(12/8～19)

第４回定例会(12/4～17) ◇議事運営に関する要綱改正(12/26)

地方分権一括法（112②、115の2） 地自法改正（99、100⑫､⑬） 地自法改正（100⑫等） 地自法改正（244の２⑥）

＊議案提出要件緩和1/12以上へ ＊議員派遣を会議規則により可能へ ＊指定管理者指定を議決事項へ

＊修正案提出要件緩和1/12以上へ 同和対策特別委員会(3/15終了)

1999年（平成11年） 2000年（平成12年） 2001年（平成13年） 2002年（平成14年） 2003年（平成15年）

◇交際費の閲覧公開に関する要綱制定(2/2)

◇市長の専決処分に関する条例改正(7/5)

 池田(秀)､小泉､山本(秀)､田代､須藤､若浜､

 西口(秀)､上田､友田､森､横山､吉川､辻(正)､

 原口､赤阪､辻(宏)､金児､柏(冨)､井坂､逢野､

 小林､天堀､原､早乙女､猪尾､矢竹

＊国会へ意見書可能／会派又は議員に政調費

同和対策、空港問題対策特別委員会設置(10/10)
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↓50代 辻(正)議長(5代 稲田市長) ↓51代 森議長(5代 稲田市長～5/6) ↓52代 田代議長(6代 井坂市長) ↓53代 友田議長(6代 井坂市長) ↓54代 逢野議長(6代 井坂市長)

●基地協議会副会長就任(H18/2～)

第１回定例会(3/1～24) 第１回定例会(3/1～28) 第１回定例会(3/1～27) 第１回定例会(3/1～27) 第１回定例会(2/29～3/26)

予算審査(3/8～12) 予算審査(3/9～15) 予算審査(3/9～15) 予算審査(3/9～15) 予算審査(3/10～14)

◇会議規則改正(3/27) ◇市議会議員の選挙区及び選挙区にお

議会改革検討会議設置(4/4) ◇委員会条例改正(3/29)【名称変更】 　いて選挙する市議会議員の定数につ

→議会改革に関する各種検討 ●常任（総務安全･都市環境･厚生文教） 　いての条例改正(3/31)【26→24名】

　・政治倫理条例､議員定数､議員報酬､

●議会ホームページ開設(H16/5～) 稲田市長辞職（5/6） 　　審議会の参画見直し､映像配信実施 ◇議事運営に関する要綱改正(5/1)

■辻宏康議員辞職(5/16)  　 等について協議（～H21/8/21） ●全国市議会議長会副会長就任

■井坂善行議員辞職(5/23) 　（H20/6～H21/5）

■市長選挙及び補欠選挙(6/19)【浜田､辻本】 第２回定例会(6/16～27)

↓6代 井坂市長（6/19～） ◇会議規則改正(6/27)

第２回定例会(6/21～7/2) 第２回定例会(6/20～7/3) 第２回定例会(6/21～7/4) ◇委員会条例改正(7/1)

第２回定例会(7/4～15) ◇議員報酬及び費用弁償に関する条例

●基地協議会近畿部会長就任(H17/7～) 　改正(7/1)【日割支給】

◇政務調査費の交付に関する条例改正(8/29)

■第13期 市議会議員選挙（9/12） 第１回臨時会（8/9）

・空港問題対策(8/21) ■第14期市議会議員選挙(9/7)【24名】

決算審査(8/22)【水道･病院】 第１回臨時会（8/24）

●会派視察廃止(9/6)【H17～凍結】

第３回定例会(9/16～10/7) 第３回定例会(9/13～10/6) 第３回定例会(9/13～10/5)

初会合（9/27） ↓52代 田代議長・小林副議長 ↓53代 友田議長・吉川副議長 ↓54代 逢野議長・服部副議長 初会合（9/24）

↓51代 森議長・横山副議長 ◇委員会条例改正(9/22)

第３回定例会(10/4～26) 第３回定例会(10/1～24)

◇議事運営に関する要綱改正(10/22)

決算審査(11/8～12） 決算審査(11/7～10) 決算審査(11/6～9) 決算審査(11/5～9) 決算審査(11/10～14)

第４回定例会(12/6～17) 第４回定例会（12/5～16） 第４回定例会(12/4～15) 第４回定例会(12/3～14) 第４回定例会(12/2～15)

◇議員報酬及び費用弁償に関する条例

　改正(12/19)【議員提案2％削減】

地自法改正（102②等） 入札制度及び契約等に関する調査特別 地自法改正(101②､109の2等多数) 空港問題対策特別委員会(9/28終了) 地自法改正（100⑫､203､203の2）

＊定例会回数制限撤廃し条例で定める 委員会（H17/7/5設置､H18/3/1終了） ＊議長の臨時会招集請求権 ＊議会活動範囲の明確化

空港問題対策特別委員会設置(10/8) ＊常任委員会所属制限撤廃 ＊報酬の名称を「議員報酬」へ

2005年（平成17年） 2006年（平成18年） 2007年（平成19年） 2008年（平成20年）2004年（平成16年）

・入札制度及び契約等に関する調査(1/20､2/20)

◇市長の専決処分に関する条例改正(3/29) ●南大阪湾岸北部流域下水道組合解散(3/31)

◇議員報酬及び費用弁償に関する条例改正(8/29)

 岡(博)､矢竹､早乙女､原､田代､山本(秀)､小野林､ ・入札制度及び契約等に関する調査(8/19)

 服部､横山､赤阪､原口､吉川､飯塚､金児､辻(宏)､  友田､着本､山本(秀)､原口､石原､服部､赤阪､吉川､

 逢野､柏(冨)､若浜､西口(秀)､須藤､井坂､小林､  早乙女､矢竹､岡(博)､須藤､大橋､小林､浜田､西口(秀)､

 大橋､森､着本､友田  藤田､森､小野林､辻本､金児､知覧､柏(冨)､杉本

◇議員報酬及び費用弁償に関する条例改正(12/25)

↓55代 山本(秀)議長・小野林副議長

・入札制度及び契約等に関する調査(10/21･31)



　　　年
月

↓56代 吉川議長(7代 辻(宏)市長) ↓57代 小野林議長(7代 辻(宏)市長) ↓58代 着本議長(7代 辻(宏)市長)

1
・病院問題特別委員会(1/29)

・庁舎整備特別委員会(2/4)

2 第１回臨時会（2/18）

第１回定例会(2/27～3/25) 第１回定例会(3/1～3/25) 第１回定例会(2/28～3/25) 第１回定例会(2/27～3/26)

3 予算審査(3/9～16) 予算審査(3/9～16) 予算審査(3/8～14) 予算審査(3/6～12) 第１回定例会(2/27～3/27)

◇政治倫理に関する条例制定(3/30) ◇映像配信運営要綱改正 (3/18) ●予算審査特別委員会放映開始 (3/8)

■森悦造議員死去(3/18) ◇委員会条例改正(3/25）【会議公開】

4 　…条例定数24(現員23･欠員1) ◇傍聴規則改正(3/28)【会議公開】

◇会議規則改正(3/25)【速記者廃止】 ・病院問題特別委員会(4/25)

◇委員会条例改正(3/30）【機構改革】

5 第２回臨時会（5/28）

※以降、一般質問日は3日間とする。   （H23/6～H24/5） ◇映像配信運営要綱改正(6/7)

■市長選挙（6/14） 　　一問一答方式の試行導入（併用）。 ■市長選挙（6/2）

6 ↓7代 辻(宏)市長(6/19～) 第２回定例会(6/11～25) 第２回定例会(6/16～7/1) 第２回定例会(6/14～6/29) ↓7代 辻(宏)市長(6/19～)

7 第２回定例会(7/13～30) 第２回定例会(7/5～26)

決算審査（8/24)【水道･病院】

8 ◇議事運営に関する要綱改正(9/4) ■第15期市議会議員選挙(9/9)【24名】

◇傍聴規則改正(9/7) 第１回臨時会（8/26） ・病院問題特別委員会(8/16)

◇映像配信運営要綱制定(9/7) 第３回定例会(9/10～10/3)

9 ●議会映像配信システム導入(9/14) 第３回定例会(9/15～10/7) ・病院問題特別委員会(9/17)

第３回定例会(9/14～10/6) 第３回定例会(9/15～10/7) 初会合（9/24） 　◆病院問題特別委員会･終了(9/30)

↓56代 吉川議長・辻本副議長 ◇広報広聴委員会規程制定(9/22) ↓58代 着本議長・須藤副議長 ↓59代 服部議長・知覧副議長 ↓60代 友田議長・矢竹副議長

10 ↓57代 小野林議長・原口副議長 第１回臨時会（10/13） 第３回定例会（10/1～25）

決算審査(10/18～22)

決算審査(11/4～9)【一般･特別】 ●決算審査特別委員会放映開始(10/18) 決算審査(10/17～21)

11 決算審査(11/5～9)

第４回定例会(11/30～12/11) 第４回定例会(11/30～12/14) 第４回定例会(11/30～12/15) 第４回定例会(11/29～12/16)

12 ◇会議規則改正(12/14)【広報広聴】 第４回定例会(11/30～12/14)

平成20年度一般会計決算不認定(12/11)

備考

2009年（平成21年） 2010年（平成22年） 2011年（平成23年） 2012年（平成24年） 2013年（平成25年）
↓55代 山本(秀)議長(6代 井坂市長～6/18) ↓59代 服部議長(7代 辻(宏)市長～6/18)

◇委員会条例改正(3/1）【特別委員･在任規定】

◇会議規則改正(3/1)【本会議･公聴会開催】

◇政務調査費･条例･規程改正(3/1)【名称変更他】

・病院問題特別委員会(3/5)･予算審査(3/7～13)

◇政治倫理に関する条例施行規程制定(3/31)

◇事務局処務規則改正(3/28)【役職名】

●後期高齢者医療広域連合議会議長就任 ◇傍聴規則改正(6/7)【傍聴券記載事項変更】

◇議員報酬及び費用弁償に関する条例改正(5/29)

◇議事運営に関する要綱改正(6/20)

●会議録速報版ホームページ掲載開始(6/30) ◇会議規則改正(6/16)【会議時間・一問一答】 ●常任委員会USTREAM配信開始 (6/15)

◇議事運営に関する要綱改正(6/22) ●ツイッターにおける情報提供開始 (6/15)

◇事務局処務規則改正(6/27)【公用車】 ◇専決処分条例改正(6/29)【1割1,500万円まで】

◇実費弁償条例改正(7/1)【日当支給】 ◇議員報酬及び費用弁償に関する条例改正(6/29)

●一般質問の一問一答制本格実施 (6/28)

●市議会議員研修会（議会運営）開催 (8/23) 決算審査（8/1)【水道･下水･病院】

●議会ホームページ（リニューアル）開始 (9/1)  柏､森､関戸､小野林､藤田､金児､杉本､松田､知覧

●議長肖像写真一枚パネル設置（20名）(9/9)  坂本､デルフィン､大浦､山本､友田､岡､矢竹､

 早乙女､小林､辻本､石原､永田､服部､末下､吉川

●請願者（参考人制度）意見陳述実施 (9/15)

●議会運営委員会の理事者出席決定(9/18)

●庁舎整備・病院問題特別委員会設置(10/25) 　※試行実施･4定(議運)～副市長及び市長公室長

◇映像配信運営要綱改正(10/26) 決算審査(10/15～18)【一般･特別】

●決算・予算委員会討論・採決一括方式実施(10/21)

◇傍聴規則改正(11/29)【傍聴券記載事項変更】 ・病院問題特別委員会(11/27)・庁舎整備特別委員会（11/28）

●病院･庁舎USTREAM配信開始(11/27･28)

●行政視察(受け入れ)
　ホームページ掲載開始(12/20)

＊通年議会、本会議の公聴会開催、政務活動費など

水道・下水道条例の一部改正 撤回(3/22) 議員報酬及び費用弁償に関する条例改正・審議未了（3/26）

市税条例の一部改正・一般補正（減税）否決(9/30) 地自法改正（100⑭～⑯、109、115②等）



　　　年
月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

備考

・庁舎整備特別委員会(2/24) ・庁舎整備特別委員会(2/24) ・庁舎整備特別委員会(1/17)

第１回定例会(2/26～3/25) 第１回定例会(2/26～3/28) 第１回定例会(2/23～3/28) 第１回定例会(2/20～3/23)

・庁舎整備特別委員会(3/17) ・庁舎整備特別委員会(3/29)

第１回定例会(2/27～3/27)

・庁舎整備特別委員会(4/28)

・庁舎整備特別委員会(5/8)

・庁舎整備特別委員会(5/27)

■市長選挙（6/4）

第２回定例会(6/12～6/27) 第２回定例会(6/10～6/25) 第２回定例会(6/10～6/30) ・庁舎整備特別委員会(6/13)

・庁舎整備特別委員会(6/5)

第２回定例会(6/30～7/21) 第２回定例会(6/8～6/28)

■第16期市議会議員選挙(9/11)【24名】

・庁舎整備特別委員会(8/31)

第３回定例会(9/10～10/7) 第３回定例会(9/8～10/4) 第３回定例会(9/10～10/3)

第３回定例会(9/11～10/7) ・庁舎整備特別委員会(9/17) ・庁舎整備特別委員会(9/19) ・庁舎整備特別委員会(9/19)

●清和会廃止（9/11） ・庁舎整備特別委員会(10/4) ・庁舎整備特別委員会(10/3)

↓61代 辻本議長・吉川副議長 ↓62代 山本議長・石原副議長 ↓63代 友田議長・永田副議長 ↓64代 石原議長・坂本副議長 ↓65代 杉本議長・関戸副議長

第３回定例会(10/3～10/31) 決算審査(10/16～20)【一般･特別】 決算審査(10/22～26)【一般･特別】

・庁舎整備特別委員会(11/6) ・庁舎整備特別委員会(11/9)

第４回定例会(11/28～12/15) 第４回定例会(11/30～12/15) 第４回定例会(11/30～12/20) 第４回定例会(11/27～12/15) 第４回定例会(11/27～12/17)

・庁舎整備特別委員会(12/8) ・庁舎整備特別委員会(12/5) ・庁舎整備特別委員会(12/5)

2014年（平成26年） 2015年（平成27年） 2016年（平成28年） 2017年（平成29年） 2018年（平成30年）
↓60代 友田議長(7代 辻(宏)市長) 61代 辻本議長(7代 辻(宏)市長) 62代 山本議長(7代 辻(宏)市長) 63代 友田議長(7代 辻(宏)市長～6/18) 64代 石原議長(7代 辻(宏)市長)

予算審査(3/6～12) 予算審査(3/8～14) 予算審査(3/7～13) 予算審査(3/5～9)

◇和泉市議会委員会条例の一部改正（3/25） ◇事務局処務規則改正（3/28)［役職名］

◇和泉市議会議場国旗等掲揚条例の制定（3/28） ◇市長の専決処分事項に関する条例の一部改正（3/23）

予算審査(3/7～13)

◇和泉市議会委員会条例の一部改正（3/27）

●委員会室での映像配信をUSTREAMから
YouTubeへ切替え（4/1）

●スマートフォン等によるインターネット
議会中継の視聴開始(4月)

◇和泉市議会広報広聴委員会規程の一部改正（5/8）

↓7代 辻(宏)市長(6/19～)

●政務活動費収支報告等の写し及び
使途基準ホームページ掲載開始
（7/30）

●政務活動費収支報告一覧表ホームページ掲
載開始（9/4）   森､浜田､松田､山本､杉本､坂本､大浦､デルフィン

  小野林､岡､原､早乙女､関戸､永田､石原､吉川

  末下､服部､松本､遠藤､飯阪､小林､辻本､友田

◇和泉市庁舎整備に関する住民投票条例制定（9/30） 初会合（9/26）
◇和泉市議会会議規則の一部を改正する規則制定（9/30）

決算審査(10/20～24)【一般･特別】 決算審査(10/19～23)【一般･特別】

●庁舎整備特別委員会設置(10/31)

●平成24年6月から実施のUSTREAMでの常任委員会の
映像配信の録画のみ、YouTubeで配信(11/1）

◇和泉市庁舎整備に関する住民投票（11/22） 決算審査(11/7～11)【一般･特別】

●和泉市役所の位置を定める条例の一部を改
正する条例制定についての記名投票の結果、
否決（12/15） ●議員名簿（個人詳細ページ）

　ホームページ掲載開始（12/1）



　　　年
月

1
・庁舎整備特別委員会(1/30)

●会議録検索システム スマートフォン等画面サイズ

2 自動表示対応（2/1）

第１回臨時会（2/6） 第１回定例会(2/20～3/25) 第１回定例会(2/19～3/25) 第１回定例会(2/18～3/25) 第１回定例会(2/17～3/24) 第１回定例会(2/19～3/25)

予算審査(3/5～11) 予算審査(3/5～11) 予算審査(3/4～10) 予算審査(3/3～9) 予算審査(3/4～8)

3

第１回定例会(2/20～3/25)

予算審査(3/5～11)

4 第２回臨時会（4/22）

第１回臨時会(5/7) ◇和泉市議会改革活性化会議内規の制定（5/24）

5

第２回臨時会(5/27)

6 第２回定例会(6/10～28) ■市長選挙（6/6） 第２回定例会(6/10～6/30) 第２回定例会(6/12～6/30) 第２回定例会(6/10～6/27)

第２回定例会(6/10～30) ↓7代 辻(宏)市長(6/19～) ◇和泉市インターネット上の誹謗中傷や差別等の ◇和泉市議会会議規則の一部改正（6/27）

人権侵害のない社会づくり条例の制定（6/30）

7 第３回臨時会(7/22) 第２回定例会(6/30～7/20)

8 ■第17期市議会議員選挙(9/13)【24名】 ■第18期市議会議員選挙(9/8)【24名】

・庁舎整備特別委員会（9/18）

第３回定例会(9/9～10/3)

9 　◆庁舎整備特別委員会･終了(9/30)

↓66代 吉川議長・大浦副議長 ↓67代 浜田議長・山本副議長 ↓68代 森議長・末下副議長 ↓69代 坂本議長・松田副議長 ↓70代 石原議長・松本副議長 ↓71代 関戸議長・吉川副議長

10 決算審査(10/21～28)【一般･特別】 第３回定例会(10/1～10/30) 第３回定例会(9/8～10/5) 第３回定例会(9/8～10/5) 第３回定例会(9/8～10/6) 第３回定例会(10/1～10/31)

11

第４回定例会(11/27～12/17) 第４回定例会(11/26～12/15) 第４回定例会(11/25～12/15) 第４回定例会(11/25～12/15) 第４回定例会(11/27～12/15) 第４回定例会(11/29～12/19)

12

備考

決算審査(11/7～13)【一般･特別】

浜田、森、デルフィン、山本、大坪、阿部、井阪、岡田、

遠藤、飯阪、吉川、末下、北川、小林、関戸、松田

初会合（9/24）

谷上、大浦、小野林、垰田、坂本、友田、原、早乙女、

2024年（令和6年）
↓70代 石原議長(7代 辻(宏)市長)

◇市長の専決処分事項に関する条例の一部改正（3/25）
◇和泉市議会議員の請負の状況の公表に関する条例制
定（3/25）

→議会改革に関する各種検討

◇和泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す
る条例の一部改正（12/15）
【12～3月分　10%削減】

●ホームページでの議員の賛否の公開開始 (12/16) ●市議会だより第１００号発行

議会改革活性化会議設置(12/15)

●議場・委員会室等の会議の場でタブレット端末を
使用した議会運営開始（11/6）

◇政務活動費・使途及び運用の具体的基準（内部規
程）の一部改正（11/1）

決算審査(11/6～12)【一般･特別】 決算審査(10/18～22)
【一般･特別･泉北水道企業団の解散に伴
う決算】

決算審査(10/17～21)【一般･特別】 決算審査(10/19～25)【一般･特別】

◇タブレット端末使用管理基準の制定（10/23） 第２回臨時会(10/27)

◇議事運営に関する要綱の一部改正（10/23） ◇市長の専決処分事項に関する条例の一部改正（9/29）

松本、デルフィン、坂本、友田、関戸、浜田、松田　

◇市長の専決処分事項に関する条例の一部改正（9/30） 初会合（9/23）

森、山本、原、早乙女、小林、坂元、井阪、飯阪、遠藤、

小野林、大浦、谷上、垰田、末下、服部、吉川、石原、

●新庁舎移転に伴い、議席の指定（6/30）
●本会議における電子採決システムによる表決の導入
●一般質問における議場内モニター・ライブ映像への資
料表示を開始

◇和泉市議会会議規則の一部改正（7/27）

◇和泉市議会傍聴規則の一部改正（6/24）

◇議事運営に関する要綱の一部改正（6/24）

◇和泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す
る条例の一部改正（5/7）
【5～9月分　10%削減】

●新庁舎　開庁（5/6～） 第１回臨時会(5/25)

◇和泉市議会事務局処務規則の一部改正（4/1） タブレット活用検討会議設置
(4/22)

第１回臨時会(4/19)

→タブレット端末の活用について検討

◇和泉市議会委員会条例の一部改正（3/25）
◇市長の専決処分事項に関する条例の一部改正
（3/25）

◇和泉市議会会議規則の一部改正（3/29） ◇和泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する
条例の一部改正（3/25）

◇和泉市議会事務局処務規則の一部改正（2/22）
◇和泉市議会の個人情報の保護に関する条例の制定
（3/24）
◇和泉市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程
の制定（3/29）

◇和泉市議会委員会条例の一部改正（3/25）

2019年（平成31年・令和元年） 2020年（令和2年）
↓65代 杉本議長(7代 辻(宏)市長) ↓66代 吉川議長(7代 辻(宏)市長) ↓67代 浜田議長(7代 辻(宏)市長～6/18) ↓68代 森議長(7代 辻(宏)市長) ↓69代 坂本議長(7代 辻(宏)市長)

2021年（令和3年） 2022年（令和4年） 2023年（令和5年）



　　　


